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令 和 ５ 年 第 ４ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

       閉 会 中 継 続 審 査 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年１月12日 (金曜日) 

 　開　会　　午前10時０分

 　散　会　　午後３時33分

 　場　所　　第１委員会室

本日の委員会に付した事件 

 　１  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県一般会計決算

       第４回議会 の認定について（農林水産部及

        認定第１号 び文化観光スポーツ部所管分）

 　２　令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県農業改良資金

  　　  第４回議会 特別会計決算の認定について 

  　　  認定第２号

 　３  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善

 　    第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

  　    認定第８号 て

 　４  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県中央卸売市場

 　    第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

  　    認定第９号 て

 　５  令 和 ５ 年 令和４年度沖縄県林業・木材産

　    第４回議会 業改善資金特別会計決算の認定

 　    認定第10号  について

 　６  決算調査報告書記載内容等について

出席委員 

 　委 員 長　大　浜　一　郎

 　副委員長　大　城　憲　幸

 　委　　員　新　垣　　　新　　西　銘　啓史郎

 島　袋　　　大　　中　川　京　貴

 上　里　善　清　　次呂久　成　崇

 　　　　　　仲　村　未　央　　玉　城　武　光

 　　　　　　金　城　　　勉　

欠席委員 

　委　　員　山　内　末　子 

　　　　　※決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である山

内末子委員は調査に加わらない。  

説明した者の職・氏名 

 　農 林 水 産 部 長　　前　門　尚　美

 　　農 林 水 産 総 務 課 長　　比　嘉　　　淳

 　　農林水産総務課研究企画監　　山　口　　　悟

 　　流 通 ・ 加 工 推 進 課 長　　本　永　　　哲

 　　農 政 経 済 課 長　　長　元　　　司

 　　営 農 支 援 課 長　　能　登　　　拓

 　　園 芸 振 興 課 長　　長　嶺　和　弥

 　　糖 業 農 産 課 長　　金　城　吉　治

 　　畜 産 課 長　　金　城　　　靖

 　　農 地 農 村 整 備 課 長　　仲　間　秀　樹

 　　水 産 課 長　　平安名　盛　正

 　　漁 港 漁 場 課 長　　仲　地　克　洋

 　文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部長　　宮　城　嗣　吉

 　　観 光 政 策 課 長　　久保田　　　圭

 　　観 光 振 興 課 長　　大　城　清　剛

　　文化振興課しまくとぅば　　翁　長　富士男
 

　　普 及 推 進 室 長　　 

 　　空 手 振 興 課 長　　桃　原　直　子

 　　ス ポ ー ツ 振 興 課 長　　嘉　数　　　晃

 　　交 流 推 進 課 長　　仲　村　卓　之
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○大浜一郎委員長　ただいまから、経済労働委員会

 を開会をいたします。

　本日の説明員として、農林水産部長及び文化観光

 スポーツ部長の出席を求めております。

　まず初めに、本委員会の所管事務に係る決算事項

の調査についてに係る令和５年第４回議会認定第

１号、同認定第２号、同認定第８号から同認定第10号

までの決算５件の調査についてを一括して議題とい

 たします。

　それでは、農林水産部長から農林水産部関係決算

 事項の概要の説明を求めます。

 　前門尚美農林水産部長。

○前門尚美農林水産部長　おはようございます。 

　農林水産部関係の令和４年度歳入歳出決算につい

 て、その概要を御説明いたします。

　本日は、タブレットに掲載されております令和４年

度歳入歳出決算説明資料により御説明させていただ

 きます。

　それでは、ただいま通知しました農林水産部の令

経済労働委員会記録（第２号） 
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和４年度歳入歳出決算説明資料をタップし、資料を

 御覧ください。

 　説明資料の１ページを御覧ください。

　農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

 の決算状況の総括表となっております。

　一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが、予算現額572億5682万200円

に対し、調定額406億9383万8032円、収入済額402億

9820万1537円、不納欠損額508万1022円、収入未済額

３億9055万5473円で、調定額に対する収入済額の割

 合である収入比率は99％となっております。

　次に、右から左に画面をスクロールしていただき

 まして、説明資料の２ページを御覧ください。

　農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

 の決算状況の総括表となっております。

　一般会計及び特別会計の歳出の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが、予算現額748億8502万

9161円に対し、支出済額525億3625万9915円、予算現

額に対する支出済額の割合である執行率は70.2％で、

翌年度繰越額189億8846万8839円、不用額33億6030万

 407円となっております。

　次に、一般会計の歳入歳出決算について御説明い

 たします。

　同じくスクロールしていただき、３ページを御覧

 ください。

 　まず、歳入について御説明いたします。

　表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額567億

210万8200円に対し、調定額393億1299万4637円、収

入済額392万9865万496円、不納欠損額０円、収入未

済額1434万4141円で、収入比率は99.96％となってお

 ります。

　歳入科目についてでございますが、（款）分担金及

び負担金、（款）使用料及び手数料、（款）国庫支出

金、４ページになりますが、（款）財産収入、５ペー

ジになりますが、（款）繰入金、（款）諸収入、（款）

 県債となっております。

 　収入未済額について御説明いたします。

　５ページの表頭の右側のＥ欄になりますが、（款）

諸収入（目）違約金及び延納利息の1434万4141円で

 ございます。

 　６ページを御覧ください。

 　次に、歳出について御説明いたします。

　表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額743億

3031万7161円に対し、支出済額520億3209万1843円、

執行率70％、翌年度繰越額189億8846万8839円、不用

 額33億975万6479円となっております。

　予算科目の項別に申し上げますと、上から３行目

の（項）農業費については、表頭の中ほどのＡ欄に

なりますが、予算現額186億347万1500円に対し、支

出済額159億423万3274円、執行率85.5％、翌年度繰

越額14億1707万791円、不用額12億8216万7435円と

 なっております。

　次に、下から４行目の（項）畜産業費については、

表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額47億

6774万7810円に対し、支出済額32億1247万9999円、

執行率67.4％、翌年度繰越額12億3129万151円、不用

 額３億2397万7660円となっております。

　７ページになりますが、（項）農地費については、

表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額349億

5001万4850円に対し、支出済額234億2453万9964円、

執行率67％、翌年度繰越額112億3725万9274円、不用

 額２億8821万5612円となっております。

　次に、表の中段の（項）林業費については、予算

現額24億8031万4200円に対し、支出済額18億3915万

7894円、執行率74.2％、翌年度繰越額５億5757万

 7200円、不用額8357万9106円となっております。

　８ページになりますが、（項）水産業費については、

表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額123億

6618万5821円に対し、支出済額73億8890万3862円、

執行率59.8％、翌年度繰越額42億2742万1323円、不

 用額７億4986万636円となっております。

　次に、（款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害

復旧費につきましては、予算現額11億6258万2980円

に対し、支出済額２億6277万6850円、執行率22.6％、

翌年度繰越額３億1785万100円、不用額５億8195万

 6030円となっております。

　以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

 しました。

 　９ページを御覧ください。

　次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

 決算の概要について御説明いたします。

　まず、農業改良資金特別会計について御説明いた

 します。

　歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額4621万7000円に対し、調定額４億

3430万4748円、収入済額１億1794万2045円、不納欠

損額508万1022円、収入未済額３億1128万1681円、収

 入比率は27.2％となっております。

　収入未済額の主なものは、下から４行目の（款）

諸収入の（目）農林水産業費貸付金元利収入の２億

3289万4176円で、貸付金の償還が延滞となっている

 ことによるものであります。
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 　10ページを御覧ください。

　歳出につきましては、予算現額4621万7000円に対

し、支出済額4016万8155円、執行率86.9％、不用額

 604万8845円となっております。

　不用額の主なものは、上から４行目の（目）管理

指導事務費の327万3763円で、委託料の執行残等によ

 るものであります。

 　11ページを御覧ください。

　次に、沿岸漁業改善資金特別会計について御説明

 いたします。

　歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額126万6000円に対し、調定額３億

4570万2639円、収入済額３億1489万6860円、収入未

済額3080万5779円で、収入比率は91.1％となってお

 ります。

　収入未済額の主なものは、下から３行目の（款）

諸収入の（目）農林水産業費貸付金元利収入の3069万

2329円で、貸付金の償還が延滞となっていることに

 よるものであります。

 　12ページを御覧ください。

　歳出につきましては、予算現額126万6000円に対し、

支出済額49万9535円、執行率39.5％、不用額76万

 6465円となっております。

　不用額については、全額が（目）管理指導事務費

であり、主に委託料の執行残等によるものでありま

 す。

 　13ページを御覧ください。

　次に、中央卸売市場事業特別会計について御説明

 いたします。

　歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額４億9142万9000円に対し、調定額

４億7434万5643円、収入済額４億6908万4968円、収

入未済額526万675円で、収入比率は98.9％となって

 おります。

 　14ページを御覧ください。

　収入未済額の主なものは、（目）雑入の291万2227円

で、実費徴収金が延滞となっていることによるもの

 です。

 　15ページを御覧ください。

　歳出につきましては、予算現額４億9142万9000円

に対し、支出済額４億6330万9202円、執行率94.3％、

 不用額2811万9798円となっております。

　不用額の主なものは、（目）中央卸売市場管理費の

2778万5896円で、修繕費の入札残等によるものであ

 ります。

 　16ページを御覧ください。

　次に、林業・木材産業改善資金特別会計について

 御説明いたします。

　歳入につきましては、予算現額1580万円に対し、

調定額１億2649万365円、収入済額9762万7168円、収

入未済額2886万3197円で、収入比率は77.2％となっ

 ております。

　収入未済額の主なものは、一番下の行の（目）違

約金及び延納利息の1538万8531円で、違約金が未納

 となっていることによるものであります。

 　17ページを御覧ください。

　歳出につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額1580万円に対し、支出済額19万

1180円、執行率1.2％、不用額1560万8820円となって

 おります。

　不用額の主なものは、一番下の行の（目）貸付事

業費の1500万円で、新規貸付がなかったことによる

 ものであります。

　以上、農林水産部関係の令和４年度一般会計及び

 特別会計の決算の概要を御説明いたしました。

 　御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　農林水産部長の説明は終わりま

 した。

　これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたしますので、十分御留意願います。 

　なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

 終了後に協議をいたします。

　質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう、簡潔にお願いを申し上げます。

　また、質疑に際して、委員自らタブレットの発表

者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号及

び事業名等をあらかじめ述べた上で該当するページ

を表示し、質疑を行うよう御協力をお願い申し上げ

 ます。

　それでは、これより直ちに農林水産部関係決算事

 項に対する質疑を行います。

 　上里善清委員。

○上里善清委員　歳出のほうで、全体の話になりま

すが、翌年度繰越が189億8800万円ということで、こ

 の内容をちょっと教えていただけますか。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　令和４年度の繰越額189億8846万9000円、そのうち

の繰越額の大きな事業として、農地整備事業、補助

金の事業なんですが、21億2494万8000円、それから
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水利施設整備事業の20億2449万5000円となっており

 ます。

 　以上です。

○上里善清委員　これは入札したけど応募がなかっ

たとか、要因としてどのようなのものがありますか。 

○仲間秀樹農地農村整備課長　入札不調というもの

も何件かあるんですけど、主な要因としましては、

国の経済対策とかによる補正予算とか、あと、長雨

による作業の休止とか、あとは国際情勢の影響によ

る半導体関連の資材調達遅れ等による繰越しが起

 こっているということです。

○上里善清委員　あと、不用額が33億円ありますよ

ね。執行率も70％で低いですよね。この要因を教え

 てください。

○比嘉淳農林水産総務課長　不用額令和４年度33億

975万6000円のうちの（款）の農林水産業費で27億円、

 災害復旧費で５億円となっております。

　そのうちの不用額の大きな事業については、農林

水産物不利性解消事業であったり、漁港漁場災害復

旧事業であったり、特殊病害虫特別防除事業だった

り、おおむね大きなものはそういう事業となってお

 ります。

○上里善清委員　もう一回聞きますね。 

　不利性解消事業が大きいとか言っておりましたけ

 ど、幾らぐらいですか。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　不利性解消事業については、４億9834万9000円と

 なっております。

○上里善清委員　不利性解消事業というのは非常に

いい事業ですので、これが不用になるというのは

ちょっと私は理解できないんですけど。これはなぜ

これだけの不用になってしまったのかね。完全に使っ

 てほしいんだけど、どうですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　まず、令和４年度の当初予算についてですけども、

国との調整により県外等出荷量６万4000トン、予算

補助単価を１キロ当たり31円とする約19億7000万円

 を確保しておりました。

　一方、令和４年度の天候については、年間を通し

た長雨や日照不足による天候不順の影響等により、

期待した生産量が確保できず、当初見込みを大幅に

下回る県外等出荷量が約５万5000トンとなり、こち

 らの不用額が約２億7000万円となっております。

　また、令和４年度の決算補助単価についても、販

売単価に見合った予想方向の選択等により、１キロ

当たり28円となり、予算補助単価を３円下回ったた

め、不用額が約１億6000万円となった結果、合わせ

まして、輸送費補助にかかる不用額は総額４億3000万

円、それ以外のものを含めますと４億9000万円の不

 用となっております。

 　以上です。

○上里善清委員　理解しました。 

　これはもう、全体的なことについてちょっとお聞

 きします。

　農業政策というのは、非常に県民の食料に対して

安全保障の一面も持っているので、一般質問でも

ちょっとやったんだけど、国の方針45％に沿ってい

 きたいという話があったんですがね。

　沖縄県は島嶼県で、この前の台風でも明らかになっ

たように、１週間ぐらいスーパーの店舗に食料がな

いということが出たわけですよ。それからすると、

主食の考え方は多分、米だと思うんだけど、米は大

体国全体としてはこれはもう達成しているんだけど。

いざということになった場合、この沖縄は米自体が

できるところはもう限られているので、この米に代

 わる何かを考えてくれないと困るんですよね。

　私の一つの考えとしては、芋も一つの手じゃない

かというふうに思いますが、将来的にこの主食を調

達する考えとして、どういうことを考えているのか、

全体的にちょっと教えていただきたいです。これは

 部長からよろしくお願いします。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　本県の自給率ですけれども、令和３年度の概算値

のほうで、カロリーベースで32％、また生産額ベー

 スで52％となっております。

　昨今のウクライナ情勢等による資材価格高騰など

により、食料安全保障とか、また、台風とかもある

んですけれども、それも合わせて食料自給率の向上

の重要性というのは高まっているということは認識

 しております。

　食料自給率の向上については、生産拡大が一番重

要なことと考えておりまして、県としましては、各

種生産振興対策、あと担い手の育成確保、そして経

営力強化、生産基盤整備の促進、また耕作放棄地を

含む農地の有効活用などをしながら、農林水産物の

生産拡大による食料自給率の向上に努めていきたい

 と思っております。

　そしてまた、国の食料農業農村基本法改正の動向

もまた注視しながら、本県における生産拡大に必要

な対策について、検討を進めていきながら、引き続

き食料自給率の向上に努めていきたいと思っており

 ます。
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 　以上でございます。

○上里善清委員　食料生産というのは一夜でできる

わけじゃないのでね。やっぱり今の耕作放棄地をす

ぐ農地にできるという状況も必要だと思いますので、

 力を入れてください。

　主要施策の中から、191ページの沖縄型耐候性園芸

施設整備事業なんですが、これ、島袋大委員もよく

しゃべっているんだけど、パイプハウスの事業です

よね。今現在、ハウスが壊れて、直す資金が必要だ

ということを、よくおっしゃっていたんですがね。

66.9％という執行率、ちょっとこれはいただけない

んじゃないかと思うんですけど、このお金を修繕費

にも回して全部使っていただきたいんだけど、これ

 はどうしてですか。

○長嶺和弥園芸振興課長　この沖縄型耐候性園芸施

設整備事業は自然災害ですとか、気候変動に左右さ

れず定時・定量・定品質の出荷に対応する園芸産地

を形成するということを目的に一括交付金を活用し

て、平成24年度から、強化型パイプハウスですとか、

 平張施設の整備の補助をしております。

　先ほどお話のあった、耐用年数を経過した既存の

耐候性園芸施設の補強改修の支援も併せて行うとい

うことで、施設本来の耐候性を維持させて、被害軽

減につなげるという事業となっておりますが、令和

４年度については、令和３年度の繰越し分が５地区、

それに加えて、令和４年度計画分の９地区、合わせ

て９市町村14地区で事業のほうを計画しておりまし

た。しかし、計画策定などに時間を要したことなど

がありまして、３町村３地区については、次年度に

繰越しとなったため、最終的には、６市町村11地区

 で実施を行いました。

　先ほどありました、耐候性園芸施設の補強改修の

メニューですが、こちらは、令和５年度からの実施

となっておりますので、今回の令和４年度の決算の

 中には含まれておりません。

　あと、御指摘があった執行率が低いことについて

ですが、要望を取り下げるなどの事業量の減、あと

入札残などが発生しました。その予算枠をまた有効

に活用するために、要望のあるほかの地区を前倒し

で実施するということの調整などを行いましたが、

それが年度末までに完了できないということなどに

よるもので、執行率が低いということになっており

 ます。

　今後の対策としましては、計画段階での一層の精

査、執行段階での迅速な対応が必要と考えておりま

して、市町村及びＪＡなどの関係団体との連携体制

をより強化して、事業の早期執行に努めてまいりた

 いと考えています。

 　以上です。

○上里善清委員　ぜひよろしくお願いします。 

　215ページに行きましょうね。 

　畜産担い手育成総合整備事業ですが、これも非常

に執行率が悪いということなんですが、要因をちょっ

 と教えていただきますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　畜産担い手育成総合整備事業において、事業実施

箇所であります、宮古島市及び多良間村において、

入札不調や建設業者の人員不足で工事が遅れたため、

また石垣市では実施計画の変更によって着手が遅れ

たため、一部予算を繰越しております。執行率が低

 くなっております。

 　以上です。

○上里善清委員　これ、牧草地にするという計画が

たしかあったと思うんですけどね。宮古・八重山15ヘ

クタールですか。本島でも需要はあると思うんです

が、本島のこの15ヘクタールという基準を引き下げ

ろという話が一時ありましたよね。これどうなんで

しょうかね。将来にわたって下げる要請を行ってほ

 しいんですが、これ取組はどうですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　30ヘクタールを15ヘクタールに要件緩和するとい

う要望はあります。畜産担い手総合整備事業につき

ましては、現在、本島地区の市町村及び関係団体に

対し、事業説明会を行って、意見の集約、確認をし

 ているところです。

　県としましては、今後も生産者や関係機関と意見

交換を行い、要件緩和に係る国への要請等について

 は検討してまいりたいと思っています。

○上里善清委員　ぜひよろしくお願いします。 

 　以上で終わりです。

○大浜一郎委員長  続きまして、次呂久成崇委員。 

○次呂久成崇委員　よろしくお願いします。 

　主要施策の205ページ。この農地中間管理機構事業

のところでお尋ねしたいんですけれども。事業内容

でこの農地の借受け600ヘクタール、そして貸付け

500ヘクタールということであるんですが、事業実績

としては、この借入面積のほうが117.2ヘクタール、

そして貸付実績が156.8ヘクタールということなんで

すけれども、ちょっと数字の乖離があるなと思って

いるんですが、この状況についてお尋ねしたいと思

 います。

○長元司農政経済課長　お答えします。 
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　今、御指摘のありました、借入面積117ヘクタール

に対して、貸付面積156ヘクタールということなんで

すけども、117がいわゆる離農あるいは規模縮小する

農家さんから借り受けた面積になります。それから、

貸付けが担い手の方に貸し付けるということなんで

すけども、ケースによって、一旦借りたものを借受

者がバンクのほうに返すということがあって、さら

にバンクのほうから再度貸付けするということで、

一筆の圃場を２回貸し付けるというケースがあるも

のですから、そういった数値の違いになっておりま

 す。

○次呂久成崇委員　県内にどれだけの農地面積が

あって、実際に今、休耕地面積はどれぐらいなのか

 というのは把握されているんでしょうか。

○長元司農政経済課長　お答えします。 

　県内の農地面積については、直近で約３万5000ヘ

クタールになっております。耕作放棄地については、

 令和４年度で約3588ヘクタールとなっております。

○次呂久成崇委員　私も地元の担い手のほうで、や

はり今畜産のこの草地不足とか、いろいろ問題があ

るものですから、ニーズはあると思うんですよね。

ですので、今年度までとなっているんですけども、

次年度以降というのはどのような事業というんです

かね、もう今年度で終わりなのか、ちょっと確認し

 たいと思います。

○長元司農政経済課長　お答えします。 

　本事業については、継続して実施していくもので

 あります。

　先ほどありました肉用牛関係については、この事

業を平成26年度から実施させてもらっておりますが、

一番農地の借受けが多いのがサトウキビで約４割。

続いて、肉用牛が約26％となっております。それか

ら、地区別で見ますと、八重山地区が最も多くて、

これまでに約400ヘクタール転貸させてもらっている

というところがありますので、そういった点も踏ま

えながら、今後とも地域との連携を密にしながら、

農地の集約を図っていきたいということで考えてお

 ります。

○次呂久成崇委員　ありがとうございます。 

　この事業はぜひ継続したほうがいいと思いますの

 でよろしくお願いいたします。

　次に、217ページの全国和牛能力共進会について

ちょっとお尋ねしたいと思います。この事業内容が

出品に要する経費の補助ということなんですけども、

 この補助内容についてお聞きしたいと思います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　この予算につきまして、都道府県の負担金とか、

 輸送費とか、その他経費に利用しております。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　具体的に輸送費というのは、ど

 れぐらいの割合、額、というのまで分かりますか。

○金城靖畜産課長　すみません、今ちょっと細かい

数字はないんですけれども、農家に負担のないよう

 な輸送費ということで計上しております。

○次呂久成崇委員　この出品に要する経費とはこの

 輸送費だけなんですかね。

　例えば、この令和４年度なんですけれども、本県

から初めて４席入賞した牛というのは、八重山の黒

 島のほうから出た牛なんですよね。

　この黒島から、実際鹿児島に持っていくときに、

輸送費というのは黒島から石垣、石垣から那覇、那

覇から鹿児島まで行くんですけれども、それを実際

にこの共進会に行く何か月も前から、やはり持って

いって、そこで餌もあげながらということなんです

けれども。輸送費だけなのか、そういう飼料代とか

そういうのも入っているのかというのをちょっと確

 認したいと思います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今委員がおっしゃった、そういう全ての経費を負

 担しております。

○次呂久成崇委員　私も実際に共進会のほうに行っ

たんですけれども、やはり沖縄から出品をするとい

うのは、いつもこの輸送費もかかりますし、前回は

 鹿児島で、次は北海道なんですよね。

　沖縄の牛というのは、これだけ畜産業が盛んなん

ですけども、結局は共進会に出品するためにかなり

の輸送費、そしてまた牛にも負担がかかるというこ

とで、実際にこの共進会をするときに体調を整える

というのが、かなり農家さんの負担になっていると。

いつまで沖縄県は、その負担をずっと強いられるの

かということを生産農家のほうからよく聞かれるん

ですけれども、県はこういう共進会出品というのを

どのように考えているのかちょっとお聞きしたいと

 思います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　第12回全国和牛能力共進会終了後、県と関係団体

と農家等を含めて、本県開催も含めた話合いを持っ

ております。本県開催については、肉用牛の生産地

のＰＲもできますけれども、一方、１日当たりの60頭

以上の屠畜能力のある食肉処理施設が必要とか、和

牛組合の設立条件がなかなか難しいなという意見も

 出ております。
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　移動等につきましては、北海道大会に向けて、令

和６年度には第13回全国和牛能力共進会北海道大会

沖縄県協議会を設立して、上位入賞に向けた取組に

ついて協議していくこととしております。その中で、

安全で効率的な運搬方法等については、検討してい

 くということで予定しております。

　県としましてはまた、生産者や関係団体等と意見

交換しながら大会出品に対する支援を行っていきた

 いと考えております。

○次呂久成崇委員　次回の北海道のほうは、かなり

事前に移動をしてということで農家さんや牛自体に

もかなり負担になるかなと思いますので、ぜひ、そ

こは効率よくお願いしたいなと思うのと。あと、やっ

ぱり私たちずっと会派のほうでもやっていたんです

けど、ぜひ、沖縄のほうでも開催してほしいと、誘

致をぜひ頑張ってほしいなと。ちょうど北海道の次

の大会というのが、たしか本土復帰の60年の節目に

当たる年になっているかと思いますので、ぜひ、こ

こは大きなＰＲにもなるかなと思いますので、県と

しては、確かに大変だと思います。ですが、鹿児島

の大会もあれだけコロナで縮小していて、県の予算

はたしか10億余りだったんですけど、経済効果とし

ては60数億あったというふうに聞いておりますので、

こういう経済効果も確かにあると思いますので、ぜ

ひこの全国和牛能力共進会の沖縄県開催というのを

見据えて今後の取組をしっかりやっていただきたい

 なと思います。

　次の218ページ。 

　これ鳥インフルのことでちょっと確認したいんで

すけども、このモニタリング検査というのは、どの

ような実施をされているのかお聞きしたいと思いま

 す。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　環境部では野鳥のモニタリングをしておりますけ

れど、農林水産部におきましても、各養鶏農家から

定期的にピックアップして、そういうウイルスがな

 いかとかいう検査はしております。

○次呂久成崇委員　私もちょっと調べたんですけど

も、今月11日現在で、この１都１道１府19県で発生

が確認されていると。この件数が83件となっていま

す。これは家禽だけじゃなくて、私がいつも懸念し

ているのは、カンムリワシとか、またヤンバルクイ

ナとかが鳥インフルで一番弱いというふうに言われ

ていますので、このモニタリングをしっかり、ぜひ、

継続して行っていただきたいなというふうに思って

 いますので、よろしくお願いいたします。

　次ですね、229ページなんですけども、この鳥獣被

害防止総合対策事業についてですが、この整備事業

のほうにイノシシの侵入防止柵が８地区とあるんで

すが、この８地区をちょっと教えていただけますか。 

○能登拓営農支援課長　お答えいたします。 

　侵入防止柵等の整備事業につきましては、基本的

には協議会ベースになりますが、市町村名だけでお

答えしますと、国頭村、大宜味村、名護市、恩納村、

宜野座村、金武町、石垣市、竹富町となってござい

 ます。

○次呂久成崇委員　これは８地区、合計で20.8キロ

 メートルということなんですよね。

　石垣のほうでは今年度、イノシシの被害が例年の

２倍ということで、かなり被害が大きいということ

になっているんですけども、これは、協議会でこれ

だけ整備しますということで申請に基づいての実施

 ということになっているんでしょうか。

○能登拓営農支援課長　鳥獣被害対策のこの予算に

つきましては、市町村が策定をします被害防止計画

に基づいて、各市町村協議会から要望をいただいて、

基本的にその要望に応じて予算措置を行うという流

 れになってございます。

○次呂久成崇委員　これは当初の計画があって、今

年度のように被害がかなり拡大しているという場合

は、この計画をさらに変更して、この予算の増額と

 いうのも可能なんでしょうか。

○能登拓営農支援課長　本事業の予算を有効に活用

する観点から、特に今年度につきましては、年度途

中の各協議会の執行状況も踏まえまして、被害が増

加傾向にあります八重山地域に対して、追加の予算

 措置を行ったところでございます。

○次呂久成崇委員　施策のほうには、今カラスの捕

獲個体数というのは載っているんですけども、石垣、

離島のほうでは、私たちのところでは、クジャクの

被害というのがかなり今、深刻になっているんです

けども、このクジャクの捕獲の状況とかというのは、

 数字を持っていらっしゃいますか。

○能登拓営農支援課長　令和４年度におけるクジャ

クの捕獲羽数になりますが、石垣市において552羽が

 捕獲されてございます。

○次呂久成崇委員　竹富もありますか。 

○能登拓営農支援課長　竹富町については、捕獲は

 ございません。

○次呂久成崇委員　竹富はないんですか。 

○能登拓営農支援課長　令和４年度現在、報告をい

ただいている数字としては、竹富町からは捕獲の報
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 告はございません。

○次呂久成崇委員　この予算についても増額、補正

 とかというのは可能なんでしょうか。

○能登拓営農支援課長　各市町村協議会の予算の執

行状況によるところではございますが、可能な限り

予算の有効活用を図っていきたいと考えております。 

○次呂久成崇委員　以上です。ありがとうございま

 す。

○大浜一郎委員長　仲村未央委員。 

○仲村未央委員　主要施策の213ページ。製糖、分蜜

糖のところでちょっとお尋ねしたいのですが、主に

ゆがふ製糖の建て替えの件ですけれども、今、どの

 ような進捗の具合でしょうか。

○金城吉治糖業農産課長　老朽化が著しいゆがふ製

糖工場につきましては、本島地域のサトウキビ生産

振興や、製糖工場の安定操業が重要であることから、

工場の老朽化対策の緊急性は高いと認識しておりま

 す。

　ただし一方、ゆがふ製糖におきましては、現在、

国の内閣府の事業を活用しまして、製糖設備の高度

化事業に向けた可能性調査等の実証に、令和５年度

から令和６年度にかけまして取り組むこととしてお

 ります。

　県としましては、本事業の取組成果等も踏まえな

がら、工場整備に係る早急な課題解決について、引

き続き国や市町村等と関係機関と協議を進めてまい

 ります。

○仲村未央委員　要は、建て替えの見通しがあるの

か。資金の問題が一番大きなことだと思うんですけ

れども、判断の状況、その見通しについて、もう少

 し踏み込んでお答えいただけますか。

○金城吉治糖業農産課長　これまでにゆがふ製糖の

ほうから、工場建設費用につきまして、約300億円と

いう多額の費用が提示されておりましたが、今回の

国の調査事業を活用しまして、海外の機械等の調査

も行うというふうに聞いております。そういった、

海外の安価な機械の導入によって、事業費の圧縮が

どれぐらい可能なのかというところがみそになって

くるのかなと思っていますが、その事業費を踏まえ

まして、国のほうと調整していきたいというふうに

 考えております。

○仲村未央委員　その分蜜も含めてですけど、サト

ウキビの生産環境についてお尋ねいたします。特に、

今年も大きな台風が来ましたので、減産の傾向にあ

るのかなと思いますが、ここ数年来の生産量、特に

 本島の生産状況というのはいかがでしょうか。

○金城吉治糖業農産課長　県全体の話もさせていた

だきますが、約10年前の平成24年期が67万5000トン、

平成29年期が76万9000トン、令和４年期が73万7000ト

 ンとなっております。

　一方で、沖縄本島のサトウキビ生産量につきまし

ては、平成24年期が13万1000トン、平成29年期が15万

トン、令和４年期が11万8000トンとなっております。 

○仲村未央委員　今期もちなみに、どのような状況

 ですか。

○金城吉治糖業農産課長　現在のところ、約11万ト

 ン前後を見込んでいるところです。

○仲村未央委員　農家数についてはいかがでしょう

か。就業人口も含めて、その辺りの傾向はいかがで

 すか。

○金城吉治糖業農産課長　県全体のサトウキビ生産

者戸数は、平成24年期が１万6443戸、平成29年期が

１万4267戸、令和４年期が１万2426戸となっており

ます。沖縄本島につきましては、平成24年期が

7700戸、平成29年期が5851戸、令和４年期が4675戸

 となっています。

○仲村未央委員　去年、また今期と、大体11万トン

生産となっているようですね。今いわゆる、ゆがふ

の建て替えですから、本島の生産状況というのが非

常に、これからの製糖工場の需要も含めて問われる

 ところだと思うんですよね。

　県の農林水産部としては、このサトウキビの生産

量というのは、どれぐらいを計画ベースにおいて、

今回のこのゆがふの建て替えの規模に反映させよう

とするものか、今後の見通しについてのあるべき生

産量の姿というのは、どう描いているのかお尋ねい

 たします。

○金城吉治糖業農産課長　本島の今後の見込みにつ

きましては、令和４年度に調査事業を実施しまして、

その中で約20年後の生産量としましては、10万トン

から11万トンということで、今結果を得ていますけ

れども、ただし、これにつきましては、いろんな施

策を一定程度実施した上での生産見込みというふう

 になっております。

○仲村未央委員　将来にわたって、10万トン、11万

トンの生産を維持していくという、基本的な皆さん

の立ち位置とした場合、製糖工場の300億円オーダー

というのは、需要に対しての投資としては、適切な

 規模であるというふうな理解でよろしいですか。

○金城吉治糖業農産課長　ゆがふ製糖のほうで見積

もっていました処理能力につきましては、15万トン

程度ということでしたので、それについては見直し
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 をしていただいているというところです。

○仲村未央委員　先ほどの調査を入れて、希望も含

めて、今おっしゃるような15万トンの見積り、これ

を11万トン、あるいは10万トンの維持体制に落とし

ていく、あるいは、導入する機械においても、より

コストのかからないものに変更していくということ

になると、その圧縮具合というのは、どれぐらいに

なりそうだということがありますか。例えば、３分

の２ぐらいかなとか、そこは全く見当つかないです

 か。

○金城吉治糖業農産課長　これにつきましては海外

メーカーとの調整になりますので、今のところ見通

 しは立っていない状況です。

○仲村未央委員　それと、その現場の状況をこの委

員会でも複数回にわたって見させていただいており

ます。その都度、本当に、はらはらするほどの傷み

が見えますし、メンテナンスもままならないような、

補修の厳しさも含めて、窮状を正直見ております。

 雨漏りも含めて、あるいはひび割れ等もですね。

　そうなってくると、これがいつまでその見通しを

持って、判断の時期というものを皆さんは置いてい

るのか。この年度内なのか、あるいは次年度なのか

ですね。それから土地の確保についても、今当てに

しているところは県有地ですよね。そこがどこまで

待てるのか、待たせておくのがよいのか。これは県

全体の財産の活用の問題も含めて問われてきますの

で、そこら辺の判断の時期というのはいつと見てい

 るんですか。要はタイムリミットですね。

○金城吉治糖業農産課長　先ほど話ししましたゆが

ふ製糖が実施しています調査事業が令和５、令和６年

まで実施という予定になっていますので、その結果

を踏まえまして、令和７年度以降に予算の確保につ

いて取り組んでいくことになるのかなというふうに

 今考えているところです。

○仲村未央委員　その間にも、今の工場の傷みとい

うのは深刻さが増しているというふうにも見えるん

ですよね。皆さん、分蜜工場に対する補修、メンテ

ナンス、改修にかかる補助の支援事業もあると思う

 んですけれども、その執行具合はいかがですか。

○金城吉治糖業農産課長　老朽化した機器等の更新

になりますけれども、ゆがふ製糖につきましては、

令和元年度に真空設備関係の整備で6558万円の事業

を実施しております。あと、令和３年度に、原料入

荷設備の整備ということで、これについても、事業

費１億1615万円ということで事業を実施していると

 ころです。

○仲村未央委員　今おっしゃるような令和３年度以

降、４年、５年にかけては、この改修の執行はない

 わけですね。

○金城吉治糖業農産課長　はい。 

○仲村未央委員　非常に、資金の造成のさなかにあ

るので、目の前の補修に投資をするべきなのか、こ

れをためて新設工場に回すべきなのかということで、

非常に現場はその判断、もうぎりぎりのところで今、

改修をむしろせずに、新工場に向けての資金の造成

のために手が入れられないというような状況も聞こ

えます。ただ、そうなると、今、だましだまし、11万

トンの製糖を動かすためにも直さなきゃいけないで

あろうものも後回しになっちゃったりしているとい

 う状況もあると聞いています。

　それから、しゅんせつの問題もありましたよね。

あれもどうさらっていくのかも含めて、日常的にか

かる経費というものを、本当に今ためて新設に向か

わせるのか、手前でできることをある意味では部分

的なリフォームを通じて、今のものをより動かして

いく方向の設備投資に向けるのか、負担をそこに寄

せるのかというところは、先ほど令和６年度の調査

もあって、７年度以降とおっしゃいましたけれども、

そこも含めて本当にこの判断のリミットというのは、

そんなに悠長なのかなというのは非常に気になるん

 ですよね。

 　率直にどう皆さん考えているんですか。

○金城吉治糖業農産課長　整備の緊急性は非常に高

いものと認識してはおりますが、見積りについて、

まず提出していただかないと、国から予算をいただ

くものもそうですけれども、市町村との負担割合と

いったものも算出できない状況ですので、調査事業

を早めに実施していただいた上で、関係機関で協議

 を行っていきたいというふうに考えております。

○仲村未央委員　ぜひそこは、サトウキビ専業だけ

でやっているというよりは、むしろ農家のスタイル

としてはいろんな作物を複合的に生産しながらとい

うことだと思います。ただ、甘味資源としての沖縄

における重要性とか、また、さらには、それを維持

する中での、北部製糖もそうですけど、連動して、

そこから生産を通じて、あるいは加工も含めて、通

して経済活動を回しているというところもあります

ので、これが本当にうまく立ち行かないと、非常に

影響が大きいかなと思います。ですので、ただ、今

の工場、本当に何も、少しずつは手を入れていると

思いますけど、やっぱりそこに回す投資を待ってで

も、今、新設のための造成に資金を傾けている状況
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というのは、やっぱり今働くこの環境について非常

に厳しいかなというふうに見えますので、そこをど

う調整しながら、今のものを維持させるかというこ

とも、もう少し県は支援の在り方というものを、手

を入れていかないといけないんじゃないかと私は思

うんですけれども、そこは部長も含めてどう考えて

いるのかですね。ただ、向こうが、なかなか資金計

画がまだ上がってこないんでというところでは、な

かなか難しいんじゃないかなと思いますけど、いか

 がですか。

○前門尚美農林水産部長　ゆがふ製糖のほうでは、

今年度、また来年度にかけて、高度化製糖施設の調

査もするんですけれども、また副産物の利活用調査

も入る予定でございます。また、老朽化というのは

本当にもう60年以上たって、厳しい状態があります

けれども、建設費用の圧縮、そしてまた、事業主体

の問題、また事業主体の財源確保などの課題があり

ますので、少しその辺は粘り強く、国とかまた関係

市町村とも連携して協議を重ねていきたいと思いま

 す。

 　以上でございます。

○仲村未央委員　いずれにしても、本島で１つしか

ない分蜜糖の工場として頑張っているわけですから、

そこはぜひスピード感を持って――ずっとこの間、

同じような答弁の状況だというふうに見えますので、

もう少しスピード感を持って対応していただきたい

と思いますので、ぜひ頑張ってください。よろしく

 お願いいたします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　玉城武光委員。 

○玉城武光委員　お願いします。 

　主要施策の197ページ。そこの農業生産基盤の整備

のほうで、優良農地の確保ということでやっている

 んですが、どのように確保されておりますか。

○仲間秀樹農地農村整備課長　お答えします。 

　農地整備事業等では、担い手への農地集積という

要件がありまして、そこに認定農業者とか、中心経

営体とかという担い手を設定しまして、その方々に

農地を集めていくような形での体制を取っておりま

 す。

○玉城武光委員　ここの中に課題として、新・沖縄

21世紀農林水産業振興計画の中の農業産出額の

1071億円の達成に向けて優良農地の確保ということ

を課題として上げているんですが、1071億円の達成

に向けて、優良農地の確保といったら何ヘクタール

 ぐらいですか。

○仲間秀樹農地農村整備課長　お答えします。 

　今、目標として、整備指標で水源整備と、かんが

い施設整備と、圃場整備のほうで率を設定している

んですけど、水源整備に関しましては２万4000ヘク

タール、かんがい施設に関しては１万9000ヘクター

ル、圃場整備に関しては２万1000ヘクタール程度を

 今、目標として設定しております。

○玉城武光委員　ぜひ、この目標達成のために頑張っ

 ていただきたいと思います。

　214ページ。農林水産業の振興の中の畜産・酪農収

益力強化整備等対策事業で、これ執行率が１％とい

うことなんですが、ほとんど繰越しになっているん

ですが、それは国の補助事業の中の事業計画の中で

いろいろあってのことだと思うんですが、その１％

 の要因をちょっとお聞かせください。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　沖縄県畜産・酪農収益力強化整備等対策事業は、

毎年12月の国の補正予算成立に伴い、次年度に実施

 しております。

　令和４年度は１件の事業参加、要望があったこと

から、その総事業費に応じた補助金3055万2000円を

補正予算として予算化し、令和５年第１回沖縄県議

会において可決されております。本事業は、要望調

査時点から国の事業採択時期が毎年２月以降となる

ことが示されており、十分な事業実施期間確保のた

め、増額した補助金額については全額、次年度に繰

り越しております。執行率１％については、最終予

算額3086万5000円のうち、当初予算として計上され

ている旅費の執行額30万7000円によるものとなって

おります。旅費を除いた補助金額3055万2000円は、

 次年度に全額繰り越しているところであります。

　なお、本事業の次年度への予算繰越額については、

毎年度における国の補助予算成立時期が年末頃とな

ることから、例年、繰越しを前提とした事業スケ

ジュールとなっております。次年度に予算を繰り越

すに当たり、国でも年度内に繰越し事務を行うため、

県から国への交付申請手続は年度内に行う必要があ

 り、繰越しはやむを得ないものとなっております。

　また、本県と同様に本事業を実施している鹿児島

県や長崎県においても同様の手続によって、次年度

 での事業実施を行っていると伺っております。

○玉城武光委員　今、お話を聞いてちょっと分かり

ましたけどね、これは全国的にそういう事業採択の

部分が２月頃という話になって、全額ほとんど繰り

越すということになっているんですが、しかし、こ

の執行率をもっと上げるように努力していただきた
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 いと思います。

　220ページ。高度衛生管理加工処理施設整備事業。

ここも執行率が52％ですよね。その要因をお伺いし

 ます。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　高度衛生加工処理施設整備事業は、沖縄県漁業協

同組合連合会が事業実施主体となっておりまして、

流通加工業者が共同利用するための一次加工処理施

設をイマイユ市場に隣接して整備したものとなって

おります。県は、その整備に対して一部を補助して

 おり、不用額については入札残となっております。

○玉城武光委員　分かりました。 

　落札で減になったということですね、52％という

のはですね。落札でこれだけのものが落ちるんです

 か。ほかにあるんじゃないですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　令和４年度は電動フォークリフト２台と、令和３年

度からの継続の建設工事を行うもので、県漁連から

の業者見積りと、基本設計を基に予算を要求し、入

札を行っております。予算が過大だったのかという

ことにつきましては、きちんとした基本設計と業者

見積りを基にしておりますので、適正に予算要求し

 たものと考えております。

○玉城武光委員　次に225ページのＩＣＴ導入養殖技

 術開発事業の成果を聞かせてください。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　ＩＣＴ導入養殖技術開発事業は、海面養殖業の安

定生産に資するためのＩｏＴ機器の活用により、漁

場環境データの取得や、作柄などの生産状況把握を

生産者自らが実施できる仕組みを整備する目的で実

 施したところであります。

　当該事業の成果として、モズク、ヒトエグサ及び

魚類養殖場における水温と照度を計測するために、

データロガーを設置し、生産者自らによる漁場環境

データの長期モニタリングと、リアルタイムでのデー

タ収集が可能となっております。その点につきまし

 ては、事業の成果と考えております。

○玉城武光委員　こういうＩＣＴを導入したことに

 よって、生産量は上がっているんですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　ＩＣＴ機器を導入したからということで、生産量

が上がったとかということではなくて、機器を活用

して、効率的に漁業者が自分の養殖場を管理するこ

ともできるということでのメリットが一つあると考

 えております。

○玉城武光委員　メリットがあるというのは分かる

んですが、こういうことをやって初めてこれが生産

量の拡大につながるというシステムをつくらないと、

このＩＣＴ導入したって、意味がないというんじゃ

なくて、そういう成果が出るような取組をしていた

 だきたいということです。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　ドローンとかデータロガーを活用した形での水温、

または塩分等のデータを今後も解析した上で、それ

を活用して、今後の生産量増大に向けて取り組んで

まいりたいということでの事業として活用していき

 たいと考えております。

○玉城武光委員　ぜひ生産量増につながるようなこ

 とをやっていただきたいということです。

　次に、226ページ。ここの沖合操業の安全確保事業。

これ無線とかいろいろあると思うんですが、安全操

業に関して、非常にそういう無線とか、こういう機

器の導入というのは非常に大事なことなんですよね。

だけどこれ、22.1％の執行率というのはどういう要

 因があるんですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　沖合操業の安全確保支援事業につきましては、沖

合で操業する漁業者の安全操業に資する機器整備へ

 の補助を行うことを目的として実施しております。

　その内容と執行率につきましては、無線機器の整

備費用の補助で、当初予算4200万円、42台の設置計

画のところ、41台の設置を完了し、執行率91％となっ

ております。また、令和３年度繰越予算による軽石

の異物混入防止機器の整備費用の補助で、明許繰越

予算１億3500万円、1000台の設置計画のところ、51台

 の設置を完了しました。

　軽石対策に係る執行率が低い理由としましては、

国の競争力強化型機器等導入緊急対策事業でも、軽

石の異物混入防止機器整備費用の補助が可能となっ

たため、同事業の対象となっている浜の活力再生広

域プランに参画している漁協や漁業団体は、県の事

業の対象外となったことと、国の事業の補助条件に

準じた条件にするため、国の補助率が50％以内になっ

たことにより、申請者数が想定よりもかなり少なく

なったことがあって、執行率が低くなったと考えて

 おります。

○玉城武光委員　今の説明で分かりました。 

　次、227ページ。パラオＥＥＺ操業継続支援事業と

いうのですが、操業可能水域の拡大につながってい

 るんですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　パラオＥＥＺ操業継続支援事業は、パラオ水域で
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沖縄県のマグロ漁船が操業を行っている重要な漁場

ですが、現在、操業可能水域がパラオＥＥＺの２割

に制限されておりまして、操業継続のためには、操

業可能水域の拡大が必要と考えております。そのた

めには、同国との友好関係の強化が必要であり、令

和４年には全庁的な取組としてＭＯＵを締結しまし

た。令和５年８月には、ＭＯＵに基づく水産分野ワー

キングチームとして、県の水産技術職員及び外部専

門家がパラオ共和国を訪れまして、水産現場での視

察や技術指導を行うとともに、友好関係継続のため

の操業可能水域拡大の必要性を訴えてきたところで

 あります。

　県としましては、引き続き同国との友好関係を強

固なものとするとともに、国や関係団体と連携し、

操業可能水域の拡大に向け取り組んでいきたいと考

 えております。

○玉城武光委員　ぜひ操業水域の拡大のために頑

 張っていただきたいということをお願いします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　玉城武光委員の質問は終わりま

 した。

 　次に大城憲幸委員。

○大城憲幸委員　お願いします。 

　主要施策191ページ、耐候性ハウス。先ほども議論

ありましたけれども、この課題の中にもあります資

材高騰が続いているということで、農家さんからも

非常にこれ、手を挙げる要望は多いんだけれども、

なかなか野菜価格が上がらない中で資材価格がどん

どん上がっている。それでなかなかビー・バイ・シー

が出ないという話を聞いています。その辺の状況に

 ついて、まず実態をお願いします。

○長嶺和弥園芸振興課長　お答えします。 

　委員おっしゃるように、近年、鋼材、あと農業用

ビニールの資材価格の高騰の影響で、耐候性園芸施

 設等の建設単価が上昇しております。

　一方で、農作物の価格転嫁が追いついていないと

いうことがありまして、多くの地区で費用対効果の

算定において、投資効率が1.0未満、投資額以上の効

果がないという状況が見られておりまして、事業要

件によって事業の実施ができないケースが増えてお

 ります。

　このような状況を踏まえまして、県において検討

した結果、３年間の時限措置ではございますが、費

 用対効果分析について、特例措置を設定しました。

現在、資材価格高騰の影響により、費用対効果がク

リアできなかった全地区において、この措置を適用

することによって事業実施が可能となっております。 

 　以上でございます。

○大城憲幸委員　この特例措置はいいと思いますけ

れども、長い目で見ると、今後というとなかなか厳

 しいんですよね。

　対応方針では低コストのものを探すとか言ってい

るけど、なかなか今それも難しいと思うんですけれ

ども、今後の方向性としては、さっきもあったよう

に、今までのものの改造というか、強度を増すとい

うようなものにシフトしていくという考えですか。

それとも新たな作物を探すとか、費用便益について

は何かほかにも長い目で方向性を何か持っているん

 ですか。お願いします。

○長嶺和弥園芸振興課長　まず、補強改修について

は、耐用年数が過ぎた施設の長寿命化を図ろうとい

うことの考えによって、今事業のほうを進めている

 ところでございます。

　あと、新規で施設の建設をしようという産地の支

援としては、事業費を圧縮するというか、特例措置

で事業は実施できるようになってはおりますが、事

業費そのものは増大していますので、農家の負担と

いうか、生産者側の負担というものはそれに伴って

増えている状況がございますので、その分を圧縮す

るために施設資材の変更ですね。パイプの太さです

とか、被覆資材の種類を変更するですとか、あと、

付ける装備を簡略化するというような対応について

も、生産団体ですとか、市町村と一緒に協議して、

その辺の方向を探っているところでございます。あ

とは、農業研究センターのほうでも、研究として今

用いている鋼材を、ハイテン鋼と呼ばれるような軽

くて強度の強い鋼材でハウスを造った場合、全体的

な鋼材の量が減るので、トータルで低コストな施設

ができるかどうかという基礎的な研究にも今着手し

ているところですので、その辺も含めて総合的に産

地が困らないように支援のほうは継続していきたい

 と考えています。

○大城憲幸委員　産地、困っているんですよね。産

地によってはもう何年も、何名も順番待ちで、この

事業を待っているけれども、ビー・バイ・シーが出

なくてなかなか、もう何年も事業が取れていないと

いうところがたくさんある。そして決算を見ると、

１億近くの不用額を出してしまっている。その辺は

今、課長も大変だと思いますけれども、ちょっと不

断の努力で何とか、今言う産地の声を聞きながら、

何か方法がないか模索してもらいたいなと思います。

 要望でいいです。
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 　次、畜産お願いします。

　216ページ、種豚改良は昭和47年からやってきたわ

けですけれども、この種豚の在り方については大き

な転換の時期に来ているのかなと思っています。ま

 ず状況を説明願います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　県では、種豚改良推進事業において、繁殖性及び

産肉性に優れた優良種豚を家畜改良センターが県外

から導入して種豚改良して、養豚農家へ供給する取

 組を実施しております。

　令和２年度までは繁殖性の改良のため、ランドレー

ス種の系統造成豚、オキナワアイランドを作出し、

養豚農家に供給してきましたが、系統造成豚は限ら

れた種豚内での交配を行うため、近親交配の影響が

出てきたことから、増殖を終了し、現在は県外から

 の精液を導入して繁殖性の改良を進めております。

　また、産肉性の改良は、県外から導入したデュロッ

ク種の精液を利用して、家畜改良センターで種豚増

殖し、養豚農家へ供給しておりましたが、令和５年

度からは新たな取組として、より飼料要求率の改良

が進んでいるイギリスから凍結精液を導入しまして、

家畜改良センターで種豚を改良する取組を実施して

 おります。

　県としましては、今後も農家と意見交換を行いな

がら、生産現場に合った種豚改良を推進していきた

 いと考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　昭和の時代からずっと、沖縄独自

で暑さに強いとかという部分で種豚改良してきたけ

れども、もうそうではなくて、世界が本当に進んで

いるものですから、県外あるいは海外から種を入れ

てくると。そういう流れで、これまでもそうすべき

というのを私は提言してきたし、そういう流れでい

 いと思います。

　そこで、ただそうはいっても、このヤンバルの施

設が上等だわけさ。あれをそのまま活用しないで持っ

ておくというのも、私はもったいないと思うんだけ

れども、それこそ乳用牛育成センターみたいな感じ

で農家と相談をして、あるいは県内の畜産業者と相

談をして、あの施設の活用というのも考えたほうが

いいと思うんですけど、その辺についてはどう考え

 ていますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃったような話は生産農家から

 もよく聞こえてきます。

　先ほども申し上げたように、県外から、また海外

から優良種豚を入れて、そこで増殖して、養豚農家

へ配布するような仕組みを、今、生産者と話合いな

がら模索しているところですので、それを委託にす

るか、県が運営するかはまだ先の話ですけれども、

それも含めた上で話しながら進めていきたいと考え

 ております。

○大城憲幸委員　ぜひ、部長答弁はいいですけれど

も、そういうのは頭を軟らかくして、もう今、農林

水産部もずっと人も減らされて、そういう研究員も

いないわけですから、あの施設を活用して、民間の

皆さんに種豚改良を頑張ってもらうということで取

 り組みしてもらいたいなと思います。

 　次は水産。主要施策の219ページ。

　新市場なんだけれども、執行率が悪いですけれど

もね、これは翌年度に繰り越したというのがありま

す。ただ、もう令和５年度で最終年度なんですけれ

ども、これは現状としてどうなの。繰り越した事業

も順調に終了したのか、令和５年度終了に向けて順

調に事業完了できるのか、まずその辺をお願いしま

 す。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　令和４年度の水産新市場整備事業の執行率が低い

理由につきましては、沖縄県漁業協同組合連合会が

事業実施主体となり、泊漁港にある荷さばき施設を

除却するための予算を繰り越したためとなっており

ます。荷さばき施設の除却については、工期が令和

５年８月11日から令和６年１月31日までとなってお

 り、工期内での完了予定となっております。

　なお、令和５年12月末の工事の進捗率につきまし

 ては97％と聞いております。

○大城憲幸委員　あとはもう、新たな施設は稼働し

て１年を超えたわけですけれども、直近の取扱量、

目標に対してどれぐらいの量なのか、まずお願いし

 ます。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　イマイユ市場の令和４年10月11日から令和５年

10月10日までの１年間の市場取扱量が3303トン、取

扱金額26億3990万円であり、計画当初の5500トンの

 約60％となっております。

○大城憲幸委員　泊の取扱いはどれぐらいですか、

 比較して。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　泊における令和４年10月11日から令和５年９月

30日までなんですが、水揚げ量4401トン、取扱金額

 33億9562万円となっております。

○大城憲幸委員　県の施策で、ここにもあるように、
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生産者市場は糸満ですよと。消費者市場は泊ですよ

ということで、関係者の皆さんにもいろんな賛否が

あって、長年かけてこれやっているわけですよ。そ

れで今移って、今回の初競りもいい値段がついたと

喜んではいるんですけれども、数字を見るとね、ま

だまだ泊が多いわけですよ。それで関係者の中にも、

いや、我々、県と一緒に移ったけれども、やっぱり

泊のほうが有利なのかなというような声も聞こえて

くるわけですよ。そういう意味では、これはもう

ちょっと、その次の事業もそうですけれども、関連

施設とか、そういうようなものの執行率も悪いし、

取組というのは弱いんじゃない。これ、どうなの、

今の、令和４年度60％、この数字というのは今後、

 着実に伸びていく自信はあるの。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　令和５年度には、１月ですが、専用施設や一次加

工処理施設、漁具倉庫等、市場周辺での関連施設の

整備はもう進みまして、徐々にではありますが、漁

業者の利用も増えておりまして、水揚げ量について

 は増加しているものと考えております。

○大城憲幸委員　やっぱり生活がかかっている人、

あるいはそこで仕事をしている人たちからしたら、

徐々にでは私は駄目だと思うわけさ。だから、消費

者市場、この泊のマグロ何とか施設はいいにしても、

やっぱり泊のほうが活気があるんじゃないかなと

かっていうような、そういう関係者の雰囲気になっ

てしまうと、ちょっと逆にここがまだ伸び悩むとい

うような話にもなりかねないから、今が大事だと思

うんですよ。だからこの附帯施設、加工施設でも６区

画あるけど、まだ１区画しか決まっていないわけで

しょ。そこはもう稼働したの。そして、残りの５区

画については、いつまでにめどをつけるの。お願い

 します。

○仲地克洋漁港漁場課長　県のほうでは、高度衛生

荷さばき場、イマイユ市場の隣接する土地に加工場

の貸付けを行っております。今、１社のほうが貸付

契約を行っておりまして、建築のほうもこれから行

うというふうに話を伺っております。残りの５地区

につきましては、昨年の11月28日に、イマイユ市場

に登録している水産加工業者を対象とした意見交換

会とアンケートを行っており、アンケートの中では、

必要な面積を――一部いろいろ要望があるというと

 ころで話は伺っております。

　そういったところを踏まえて、次の公募について

は、そこら辺の中身を確認しながら、また時期につ

 いても適宜確認していきたいと考えております。

○大城憲幸委員　部長、ちょっと最後に。さっきの

議論も、次の220ページの事業も関連して、さっきの

やり取りでも、しっかりと精査して予算を立てた。

しっかりと執行した。だけれども執行率は52％だっ

たよというのはおかしいと思うわけさ。だから、そ

ういうものも含めて、こんな財政が厳しい中で予算

措置をして、半分不用額みたいな話というのは、そ

れはなかなか私はさっきのやり取りを聞いても納得

できない。だからそれも含めて、何十年の課題でずっ

と議論して、やっと糸満にあれだけの高度衛生型の

 施設を造ったわけですよ。

　この一、二年というのは本当に大事で、ここでこ

んな予算の執行の状況とか取組状況では、やっぱり

関係者の皆さんも不安になってしまうわけさ。やっ

ぱり取組強化すべきだと思いますので、少しその辺

 について考えをお願いします。

○前門尚美農林水産部長　委員がおっしゃったよう

に、イマイユ市場ですね、１年過ぎて、今が大事な

 時期だと思っています。

　また、イマイユ市場は中核的な役割を担っている

ことから、県民のみならず、国民に対して安全・安

心な沖縄の豊かな海の恵みを安定的に供給する流通

拠点となっておりますので、プロモーション支援事

業等も通して、小売業者、また消費者にＰＲしたり

とか、また、衛生的な水産物の取扱いについて、生

産者とか量販店にもＰＲしながら、知名度向上とか

水揚げ量の増大に関係者と一緒に取り組んでまいり

 たいと考えています。

○大城憲幸委員　ちょっと取組の強化をぜひお願い

 をします。

 　製糖工場、234ページ。

　今日は含蜜糖の議論にしたいと思います。国の協

力も得て、黒糖の在庫に対しては関係者みんなで頑

張っていると思います。その辺の状況と、今回でも

24億円ですか、含蜜糖工場の支援はしているわけで

すけれども、なかなか現場からは非常に経営が厳し

いという声が聞こえてきますけれども、その辺の、

 この２つの状況をまず説明願えますか。

○金城吉治糖業農産課長　まず、在庫の状況につき

ましては、在庫が問題になっていた時点、令和３年

12月で工場段階の保管量が約5090トンありましたが、

先ほど委員からありました国の事業を活用しまして、

一定程度在庫を吐き出した状況になっています。こ

れにつきまして、令和５年11月末時点の工場段階の

保管量につきましては、852トンというふうになって

 おります。
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　各社の経営が厳しいということですけれども、含

蜜糖製造事業者からの聞き取りによりますと、近年

の黒糖の販売単価が下降傾向にあることに加えまし

て、季節工等の労務費及び輸送費、保管料等の販売

経費が上昇傾向で推移していることから、製糖事業

者によりましては、経営収支が厳しい状況にあると

 いうふうに聞いております。

　そのため、県としまして、含蜜糖地域のサトウキ

ビ生産者や、含蜜糖製造事業者の経営安定を図るた

め、引き続き含蜜糖振興対策事業予算の所要額の確

保に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○大城憲幸委員　現場からはもう、分蜜糖みたいな

感じで買取り制度とか、新たな制度にしないと、今

後ますます厳しくなるというような声も聞こえてい

るんだけれども、その辺の現場の声は皆さんどう把

握をして、今後、国との話とか、県の方針というの

 は今議論しているの。その辺、再度お願いします。

○金城吉治糖業農産課長　分蜜糖と同様な支援とい

うことは、黒糖の販売単価と粗糖の販売単価が大き

く違いまして、今まで積算してきたところ、同じよ

うな支援についてはなかなか厳しいものがあるとい

 うふうに考えております。

　ただ一方、先ほどからある経営が厳しいという状

況は認識しておりますので、分蜜糖の制度も研究し

ながら、今後、製糖事業者とも意見交換も行いなが

ら、支援の在り方について検討してまいりたいとい

 うふうに考えております。

○大城憲幸委員　分蜜糖の場合は、もう工場は一括

交付金で全部建て替えしましたので、老朽化問題は

ないんですけれども、ただ、今の仕組みではなかな

か限界だよという声が聞こえますので、ここは検討

も大事ですけれども、ちょっと具体的に動かないと

いけない時期なのかなというふうに感じていますか

 らお願いします。

　それからもう時間がなくなりましたので、ゆがふ

製糖の件はこの場ではもう議論しませんけれども、

先ほど仲村委員から指摘があったとおりだと思いま

す。私はもうこの数か月が勝負だと思っていて、

4000、5000近くの農家、この沖縄本島のサトウキビ

をどうするかという勝負がこの数か月だと思ってい

ますから、ぜひまた２月議会ではしっかり議論した

いと思いますので、その間にしっかり答弁できるよ

 うな取組をお願いして終わります。

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員の質問を終わりま

 した。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　通告、大体重なってきましたので、

私、モズク大使として、モズクの質問に絞っていた

 します。現在のモズクの生産状況はどうですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　沖縄県もずく養殖業振興協議会によると、令和４年

度モズクの生産量は約１万6339トンとなっておりま

 す。

　農林水産統計によると、近年の生産状況として、

平成30年から令和３年までの生産量は１万6402トン

から２万4223トン、産出額は34億2700万円から49億

6600万円の間で推移しております。近年の生産状況

としましては、令和元年には養殖開始時期に高水温

が続いたこと、また、令和４年には、軽石の影響に

よる養殖開始時期の遅れのほか、長雨や日照不足、

台風来襲など、漁場環境などの影響により、不作の

年も発生しておりますが、２万トン以上の生産量と

なる年も増え、供給量は高まってきていると考えて

 おります。

○金城勉委員　１万6000トンから２万4000トンの推

移ということなんですけども、自然環境の中で影響

を受けながらの生産体制になっているんですけど、

高水温にも耐えられるような、そういう品種改良と

いうものも皆さん目指しているんですけども、その

 進捗状況はどうですか。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　お答えします。 

　水産海洋技術センターのほうでは、県内の既存の

養殖株、４株の水温特性を明らかにしておるところ

です。また、天然の海域や、養殖産地から採取した

株から高水温耐性を有すると予想される候補株を新

たに１株選抜しまして、高水温耐性遺伝子を特定す

るため、大学への委託により、候補株のゲノム解析

 にも着手しているところです。

　令和５年度には、その候補株を用いまして、県内

漁協への委託により、養殖試験を実施しており、高

水温時における生産性や品質の検証を行っていると

 ころです。

 　以上です。

○金城勉委員　これは、実用化のめどというのは、

 見通しはいかがですか。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　現段階では漁

協での養殖試験をやっていますので、この養殖の結

果、漁協さんから意見を聞きまして、今後の展開は

 相談しながらかなと考えています。

○金城勉委員　ぜひそういうね、今、温暖化の問題

もありますし、高水温の耐性のある株の開発という

のは求められておりますので、ぜひよろしくお願い
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いたします。県の水産課の目標は３万トンですよね。

そういう意味では、まだ半分からちょっとぐらいの

状況ですから、そういう意味では、品質改良という

ものは早めに求められるところだと思いますので、

 そういうところもぜひお願いをしたいと思います。

　需要もね、皆さんの努力のおかげだと思いますけ

れども、かなり高まってきているんですけど、この

 生産者価格、販売価格は今どういう推移ですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　モズクの令和元年度の単価としましては226円、令

和２年度で205円、令和３年度で153円、令和４年度

で120円、令和５年度で110円という単価で推移して

 おります。

○金城勉委員　これはちょっと意外だな。 

　令和元年が226円まで行ったのが、ぐっと下がり続

けて110円まで今下がっているというのは、どういう

 原因がありますか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　コロナ禍における消費の低迷とか、令和２年度に

はかなりの豊作がありまして、その影響を受けまし

て、モズクの在庫が急増しまして、漁協や加工業者

の冷凍庫が満杯となりまして、空きがないような状

況になっておりました。そのために、生産者におけ

るモズクの単価が下がってしまったというような経

 緯があります。

○金城勉委員　コロナの経済状況、コロナの影響を

受けて、こういう形での、だぶついてしまって、単

 価も落ちているということですか。

　せっかくかなりの努力をして、県外出荷、あるい

はまた海外出荷等も増えてきて、いい形で流れがで

きてきたんだけれども、コロナの影響を受けてこう

いう形になっているんですけど、ぜひまたもう一度

盛り返していただいて、需要はもうあるわけですか

ら、県外、国外ともにね。むしろ品薄になって、生

産者がもっと頑張ってくれという激励をされるぐら

 いの環境をつくってほしいと思いますね。

　それで、あとはもう一つ。最近もモズクの生産者

が漁の最中に事故に遭って亡くなるという悲しいこ

とがありました。以前にもそういうケースがあった

んですけれども、安全操業という意味では――どう

しても面をかぶって船から空気を送ってもらって、

水中での仕事ということになるんですけれども、こ

の安全対策については何か改良、改善すべき点はど

 うですかね。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　過去には、海面付近でのモズク養殖の手法として、

浮き流し養殖というのがあるんですが、その開発に

も取り組んだことがありますが、施設コストであり

ましたり、生産性に課題がありまして、実用化には

 至らなかった経緯があります。

　今後の技術開発については、海上作業の安全性も

視野に入れながら、モズク養殖の持続的な発展に資

するような新たな技術開発については努めてまいり

 たいと考えております。

○金城勉委員　これは、その安全対策という意味で

は、潜って仕事をするという性質なだけにね、どう

いう方法があるのか、素人には分からないんですけ

れども、そういうところは研究したり、あるいはま

た、現場の皆さんとの協議をしたりということは、

 過去にあるんですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　今答弁させていただいた内容で、普及指導員が中

心となりまして、漁協と連携しながら、浮き流し養

殖ということで、潜らずに海面で養殖した網を船上

に引き揚げて、海苔の摘み取り機にかけた形でモズ

クを収穫するというやり方を試みたんですが、やは

り施設コストの問題だったり、生産性の課題があっ

て、実用化には至らなかったという経緯はあります。 

○金城勉委員　そういう話じゃなくて、安全面の操

業の在り方、あるいはまた技術的な問題、潜って作

業する、これは今、課長がおっしゃる水面での流し

養殖というのは、どうしても面積が限られてくるし

ね、わずかなところしかそういう環境にありません

ので、どうしてもある程度の水深のあるところで養

 殖をしなきゃいけないんですよ。

　だから、そういうところでは安全性の確保という

ものが非常に重要になってくるんだよね。その辺の

技術的な開発ということが求められていると思うん

 ですけど、そこをどうかと。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　過去の例としましては、潜水器漁業において、コ

ンプレッサーの整備不良とかによって、潜水してい

る生産者が急性一酸化炭素中毒によって、その後に

 溺れてしまったというような事故もありました。

　県としましても、新たな技術開発というのは非常

に厳しいところがあるんですが、漁業団体とも連携

しながら、モズク養殖の生産開始時期前とかには、

生産者に対してコンプレッサーの定期的な保守点検

を促すなど、安全対策に努めてまいりたいと考えて

 おります。

○金城勉委員　この件、非常に重要なポイント、人

 命に関わることですからね。
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　だから、これまでそんなに議論がなされていない

というような状況のようですから、だからそういう

ところも皆さん目を向けていただいて、ぜひ関係者

の皆さんといろいろ協議をしながら、新しい技術開

発ができないものかどうか、安全を高めていくよう

な方法を探っていただきたいと思いますので、よろ

 しくお願いします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

 　　　午前11時57分休憩

 　　　午後１時20分再開

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き、質疑を行います。

 　新垣新委員。

○新垣新委員　ページ数229ページ、鳥獣被害防止総

 合対策事業。

　この件について、毎年イノシシに対する被害、カ

ラスに対する被害、どういうふうに改善に向かった

 のか、お聞かせ願いたいと思います。令和４年度。

○能登拓営農支援課長　お答えいたします。 

　鳥獣被害につきましては、平成30年以降、県全体

 では減少の傾向にございます。

　一方で、地域別で見ますと、例えば、八重山地域

ではイノシシによるパインの被害などが増加してい

るというようなことで、引き続き被害対策に取り組

 む必要があるというところでございます。

○新垣新委員　タイワンシロガシラ、ここ10年物す

ごい農家の被害があったんですけど、ここ最近、南

部においてカラスがたくさん増えたおかげでいなく

なって、逆にカラスの被害が南部では増えていると

いう農家の悲鳴があるんですけど、この対策という

のは、何らかの防止を図る観点から何かないですか。 

○能登拓営農支援課長　委員御指摘のとおり、シロ

 ガシラについては、近年かなり減少しております。

　カラスにつきましても、全体としては減少傾向に

あるところではございますが、一部地域については、

今御指摘のように、南部で若干増えたりとかいうよ

うなところがあるかと思います。南部についてはま

だ、カラスの取組が若干遅れているようなところも

ございますので、引き続き市町村と情報共有を図り

ながら、しっかり対策に努めてまいりたいと考えて

 おります。

○新垣新委員　何かの番組でちょっと見てびっくり

したんですけど、何か超音波で、鳥がいなくなると。

そういう対策等というのは沖縄県でもできないのか

 どうか。

○能登拓営農支援課長　今、委員から御紹介のあり

ました、音波なり超音波なりによる忌避効果などを

狙った機材があるといったことについては承知をし

てございます。基本的には、市町村の協議会におい

てどのような対策を取られるか、検討がなされた上

で、予算の要望なりが上がってくるということでご

ざいますので、そういった情報につきましても、市

町村としっかり情報共有を図りながら、有効な手だ

 てを図っていきたいと考えております。

○新垣新委員　分かりました。ぜひ頑張ってくださ

 い。

　ページ数226ページ。沖合操業の安全確保支援事業

に関して、先ほどるる執行率の問題を説明いただき

ました。この問題において、軽石の問題が、非常に

お互いが支え合いで助かってきていると思うんです

けど、今、この軽石の問題は、もう完全になくなっ

 たと現状は理解していいですか。

○仲地克洋漁港漁場課長　沖縄県の県・市町村の管

理する漁港関係においては、軽石の漂着状況につい

て、今のところ、この漂着によって漁業活動の影響

が出るということはないといった情報を得ておりま

 す。

○新垣新委員　このページ数226の事業の目的・内容

の②、このエンジントラブルを防ぐ混入防止機器整

備費用、先ほどの説明では２分の１という情報だっ

 たんですけど、間違いないでしょうか。

○平安名盛正水産課長　間違いないです。 

○新垣新委員　これ、今後の課題もあると思うんで

すけど、どこかで地震があったらまた軽石が流れて

くることがあるんですけど、なるべくこの高率補助

が取れる体制とか、今後、何らかの形で検討してい

くべきではないかと思うんですけど、いかがですか。 

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　先ほど、漁港漁場課長のほうからも答弁ありまし

たが、現在のところ、漁業被害ということは、私の

 ほうもないという認識であります。

　まず、軽石が発生した状況において、漁業に被害

が出るという可能性が出てきた時点で、また改めて

 県としては対応していきたいと考えております。

○新垣新委員　了解いたしました。 

　ページ数221ページ。水産生産基盤整備事業。 

　この問題において、まず悪天候のときに、６地区

の漁港に、災害に遭わないようにとか、休憩ができ

るようにとか、そういう避難場所みたいな形になっ

ていると思うんですけど、この実績はどうなってい

 ますか。伺います。
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○仲地克洋漁港漁場課長　お答えします。 

　令和４年度の水産生産基盤整備事業は、予算現額

で23億7819万4000円と、６地区で、荒天時の漁船の

泊地係留や、悪天候上の漁業就労環境の改善等を図

るため、事業を実施しております。事業については、

予算を地元と調整しながら、必要な予算を確保しな

 がら進めております。

○新垣新委員　分かりました。 

　この問題において、一応評価を高くしていますの

で、ぜひ、これ永久的に予算をつけていただきたい

 ということを強くお願いを申し上げます。

 　続きまして、222ページ、水産流通基盤整備事業。

　この事業において、改めて水産業を支える社会基

盤である漁港の生産・流通機能の強化は急務であり、

引き続き計画性が必要である。この状況において、

なぜ60％だったんですか。やるべき課題がたくさん

 あると思うんですけど、伺います。

○仲地克洋漁港漁場課長　お答えします。 

　令和４年度の水産流通基盤整備事業は、予算現額

で11億9055万円、支出済額で７億1733万円となって

おり、執行額は、委員のおっしゃったように60.3％

 となっております。

　対前年度比で3.2％低下しておりますが、執行率の

低下の主な要因としては、４億5000万円余りの繰越

しとなっております。繰越しの主な要因としまして

は、令和４年度の国の補正予算関連として、１億円

計上した予算の繰越し、または、糸満漁港等におけ

る工事において、船舶との調整に不測の日数を要し

たことによる地元との調整等においての予算の繰越

 しとなっております。

○新垣新委員　繰越しも分かりました。 

　改めて、基盤整備ですから関連しますけど、県内

各地の違法放置艇、令和４年はどのくらい撤去でき

 たのか、伺います。

○仲地克洋漁港漁場課長　お答えします。 

　令和４年度の放置艇の状況ですけれども、令和５年

度に放置艇の実態調査を行っております。その調査

の中で、県管理漁港27漁港で535隻の放置艇を確認し

ております。前年度に比べると、６隻増加しており

 ます。

　この現状に対しまして、県としましては、既存の

放置艇の処理を進めるとともに、新規に発生した放

置艇については、放置した者を速やかに調査し、移

動撤去等を求める勧告書及び警告書の貼付等を行っ

 ております。

　コロナもある程度落ち着いておりまして、各出先

機関を集めた放置艇の会議等も開催しておりますの

で、放置艇の対策に向けた、お互いの共有を図りな

がら、また、各出先機関、北部、中部、南部、宮古、

八重山を含めて、放置艇に対する意識向上を図って

 いきたいと考えております。

○新垣新委員　ぜひ、この問題において、法的な手

続を早く進めて、この535違法放置艇が処理ができる

ように、ぜひ頑張っていただきたいということを強

 く期待をしています。

　この高度衛生管理型荷さばき、イマイユ市場の整

備の問題で、ページ数220と219関連して申し上げま

すけれど、大型の台風が来た場合や、停電した場合、

また、電柱が倒壊した場合など、前々から訴えてい

るんですけど、あの周辺は電線を地中化にすべきで

はないかと思っているんですけど、もう予算が今９割

つくようになっているんですね、今年から。それを

活用すべきでないかと改めて提案したいんですが、

 いかがですか。

○仲地克洋漁港漁業課長　ただいま委員のほうから

おっしゃっていただいた電線地中化につきましては、

例えば糸満漁港のイマイユのほうの地中化で、私ど

ものほうでも昨年度検討させていただいております。

その中で、距離的には200メートル程度の距離ではあ

るんですけども、金額の見積り等を取った際に、数

億程度の予算がかかるというところで、ちょっと金

額が高いというところがありまして、それをどのよ

うな形で事業に持っていくかというのを、今、関係

者も含めながら調整させていただいているところで

 す。

○新垣新委員　高級魚がここの荷さばきで冷凍保存

されているんですね。損失というのは大きいんです

よ。ですから、私が指摘しているのは、早めに。せっ

かく今年から９割になっていますから、たしか当時

は３分の２だったと思うんですけど、９割に上がっ

ていますので、ぜひこれ優先順位を高めていただき

たいんですけど、部長どうでしょうか。損失ですよ、

 これ。

○前門尚美農林水産部長　先ほど仲地課長のほうか

らもありましたように、関係機関と調整して、また

 検討してまいりたいと思います。

○新垣新委員　続きまして218ページ。家畜伝染病予

防、この時期にたしか金武町で鳥インフルエンザが

 出ました。県の対応に高く評価をいたします。

　今後はどういうふうに再発防止をしていますか、

 伺います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 
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　令和４年12月16日に県内で初めて発生した高病原

性鳥インフルエンザに対し、県は直ちに特定家畜伝

染病防疫対策本部を立ち上げ、建設業協会、防疫協

定団体等の協力を得て、迅速な防疫措置を行いまし

た。その結果、同年12月21日に防疫措置が完了し、

令和５年１月12日には移動制限を解除することがで

きました。また、防疫対策を強化するため、２月７日

に、県と養鶏団体とで意見交換を行い、今回の対応

 等について改めて確認を行ったところです。

　県としましては、養鶏関係団体等を対象に、高病

原性鳥インフルエンザ緊急防疫対策会議の開催や、

養鶏農家への異常家禽の早期発見、早期通報の徹底

を指導するなど、特定家畜伝染病の侵入防止に向け、

引き続き関係機関と連携による危機管理体制の強化

 に取り組んでまいります。

○新垣新委員　ぜひ頑張ってください、危機感を持っ

 て。

　続きまして215ページ。畜産担い手育成総合整備事

業。その中で、ちょっと要点だけ申し上げます。こ

のふん尿の堆肥化において、広域でこれ堆肥センター

造ってほしいんですけど、本音を言うと。そういう

形で、南部、中部、北部とか、沖縄県内の堆肥セン

 ターはどうなっていますか、伺います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　堆肥センターについては今、本島内では個人個人

の事業者とか、そういうのがメインとなっています。 

　先般、堆肥センター協議会で話合いを持ちながら、

広域的な堆肥センターが必要なのか、必要ならどの

規模で、どの畜種のどのふんを使うのかとか、そう

いうのを意見交換しながら、広域的なものが必要な

 のかどうかを今検討している最中でございます。

○新垣新委員　非常に、これ広域でやって今、農家

が化学肥料とか肥料等々が高騰している中で、やは

りこれ、このふん尿がうまく、豚、鶏、牛をきれい

に混ぜて、微生物を入れて、それは新たな農家に、

経営がよくなるように還元していく。そういう形で

農家は非常に期待しているんですよ。その辺に関し

て、農業団体ともこの協議会やっているんですが、

早く結論を出してほしいんですけど、その方向性は

 いつ頃結論が出ますか、伺います。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　広域的になると、どの地域に堆肥舎を造るのかと

か、そういうのがまた必要になってきますので、関

係市町村との連携も必要となってきますので、なる

 べく早く対応したいと思っております。

○新垣新委員　ぜひ、早い決断をお願いをいたしま

 す。期待しています。

　続きまして203ページ。農林水産物条件不利性解消

 事業について。

　令和４年から、国からコールドチェーンとか指導

・助言を受けて、現場の戸惑いがあるんですけど、

今に至ってどういう戸惑い、現場の戸惑い、解消さ

れているのか、していないのか。もう現場は不満が

 多いです。どうですか、伺います。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　令和５年度の事業執行については、生産者団体を

はじめ、補助事業者、北部離島市町村の御理解と御

 協力により、おおむね順調に推移をしております。

　モーダルシフトの促進と持続可能な物流ネット

ワークの構築に向けた事業者及び離島市町村の取組

状況としましては、幹線コールドチェーン実証事業

を実施しています。これを沖縄県花卉園芸農業協同

組合において、これまで顧客の指定先まで届けてい

た荷物を、花卉農協が指定するストックポイントま

で引取りに来てもらう物流モデルの構築の取組を支

 援しております。

　もう一つ、離島コールドチェーン実証事業では、

宮古島市において、宮古島漁協と連携して、これま

で廃棄されていたモズクを漏れなく県内外に出荷す

るコールドチェーンの仕組み等に関する実証事業、

それから石垣市においても、八重山漁協と連携し、

八重山ブランドであるマグロとモズクのさらなる県

内外での消費拡大に向けたコールドチェーンの仕組

 み等に関する実証事業を展開しております。

○新垣新委員　花卉、飛行機から船で持っていって

くださいとか、花卉農家からもちょっと不満の声を

聞いたんですけれど、商品が駄目になっていたと、

本土に送ったとき。そういう状況等も苦情は上がっ

 ていると思うんですけど、いかがですか。

○本永哲流通・加工推進課長　まず、意見交換等も

させていただいているんですけども、そういったお

話は伺ってはおらず、花卉については特に船舶比率

は割と高くて、おおむね順調に進んでいるという認

 識です。

○新垣新委員　伺います。私が聞いている農家の方

々たちは、船よりも飛行機に、元に戻してくれとい

うのが多いんですよ。だから、商品もいい商品でい

けないよと。コールドチェーン、コールドチェーンっ

て、非常に国からこういった形でやらされてきてい

るというのに、戸惑いがいまだにあるというのが現

 状だと思うんですけど、いかがですか。

○本永哲流通・加工推進課長　まず、旧事業につい
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て御説明をさせていただきます。平成24年から令和

３年度までやっていた旧事業については、県外出荷

の量的拡大と県産農林水産物の認知度向上が目的で

 した。

　令和４年度からは、全国の産地と同じように、補

助事業者において販売単価に見合う輸送方法を合理

的に選択する。それから、物流事業者が全国の流通

事業者と連携し、自立的かつ持続可能な物流ネット

ワークを構築する。農林水産業の稼ぐ力の向上の推

進ということで、目的が違うというのがまず一つあ

ります。販売単価に見合った合理的な輸送方法の選

択は、全国の産地と同じように、それぞれの地域の

生産、流通事情に応じて、事業者自らが自律的な経

営判断をして、モーダルシフトの促進を実現してい

 くための実践的な取組と理解しております。

 　以上です。

○新垣新委員　ちょっと分かりにくいんだけど、各

離島から、石垣からも宮古からも不満があるって、

よく県議会にも陳情が来たり、県にも要請に来てい

るんですよ。全然、今かみ合ってないんだけど、ど

うなんですか。北部もですよ、これ、北部も不満が

 あるんですよ。

○本永哲流通・加工推進課長　まず、６月の参考人

招致等における陳情においては、令和３年度まで、

旧事業と同じような補助単価の考え方、航空と船舶

に分けた補助単価の枠組みの見直しを求められたと

 いうのは理解しております。

　県としましては、今後も引き続き生産者団体等の

組合員など、補助事業者に対して新たな事業への理

解を得るための意見交換を図るとともに、全国の産

地と同じように、国が進める2024年問題の解決策と

して、総合物流施策大綱の趣旨、目的を反映した現

行事業の円滑な推進をしてまいりたいと考えていま

 す。

　陳情の後に２回ほど意見交換もさせていただきま

した。７月14日にはＪＡ沖縄、それから花卉農協の

方とも意見交換をさせていただきましたし、９月21日

には園芸事業意見交換会の中でも、生産者の方とも

意見交換をさせていただきました。その中では、そ

ういうお声もありますが、航空単価に戻してくれと

いうのもありますけども、先ほど申し上げたように、

事業の目的がそもそも違うと。できるだけ持続可能

な稼ぐ力の向上に向けて今事業をやっているので、

できるだけ船舶を使っていただくという事業かなと

 思っております。

○新垣新委員　この事業者というのは、沖縄県内の

いろんな地域によって違いますよ。非常にこれがあ

るから農家の方々も利益になっている、経営がよく

なっている、海人の方々もですね。やはり船より飛

行機のほうが新鮮、安心という形でね、以前何かト

ラブルもあったと僕は報告を聞いているんだけど、

県に上げているのか、いないのか分からないんだけ

ど、どうにか県としても関係者ともう一度向き合っ

て、もう一度船から飛行機に変えるという、輸送に

変える話どうですか。もう一度頑張ってみませんか。

 いかがですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　船舶輸送については、航空輸送と比較して日数が

かかる、これはもちろんそうです。ただし、最近は

技術も向上していますので、計画的な販売と輸送に

よる安定的な収益確保とコストの低減化が期待でき

るというメリットもあると考えています。先ほど言っ

た、花卉だけではないですけども、旧事業において

も、もともと船舶費率は56％だったところが、令和

３年度までには66％までにはなっているんです。な

ので、船舶比率を上げるという方向で事業を進めて

 いきたいと考えています。

○新垣新委員　なぜ私、こんなにこだわるか。この

コールドチェーンという、冷やして持っていくとい

うのは、鮮度を100％守れるんですか、おいしさを。

 どうですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　平成29年度から令和３年度まで、県ではＪＡ沖縄、

それから沖縄協同青果など出荷団体、物流事業者な

どの関係者の協力によって、鮮度保持技術を活用し

た農産物の船舶輸送について、実証実験を行ってお

ります。おおむね対応可能というのが結論となって

 おります。

○新垣新委員　きちんとしたエビデンスを示してく

 ださい。根拠。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、新垣委員から瞬間冷凍等の高度

冷凍施設がコールドチェーンの仕組みにあ

 るのかとの補足説明があった。)

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　本永哲流通・加工推進課長。 

○本永哲流通・加工推進課長　まず、休憩中でした

けど、御質問のありました瞬間冷凍とかというので

はなくて、普通の予冷をさせていただいて、船舶で

運んでいる。県外の野菜については、それで運んで

きて、県内の量販店で十分販売されているので、ま

 ずそこが１点あります。
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　先ほど申し上げた実証事業の中では、対象品目、

野菜、花卉、果実、それぞれ申し上げたとおり、船

舶でも、その品質については特段は問題ないという

 ふうに認識しております。

○新垣新委員　最後にびっくりしました。今、課長

の話を聞いて。今の発言を聞くと現場とかけ離れて

います。もう一度ＪＡとか、現場の農家と、県はもっ

 と向き合って寄り添ってほしいです。

　部長、もう一回改めて聞きますよ。全然隔たりが

 ありますよ、今の答弁を聞くと。どうですか。

○前門尚美農林水産部長　鮮度保持技術を活用した

農産物の船舶輸送についての実証実験は以前行った

ところ、おおむね対応可能であるという結論を得て

はいるんですけれども、現在、生産者団体とか、ま

た出荷団体等との意見交換をさせていただきながら、

そういった、例えば、現在影響はないということで

はあるんですけれども、例えばしおれがあるとか、

そういう事例があるのかどうかも含めて、引き続き

意見交換をしていけたらなと思っています。農家で

水揚げして、真空予冷をかけて、そのまま予冷で船

舶輸送という流れではあるんですけれども、市場に

ついてしおれがどういったものなのかも含めて、引

き続き検討、意見交換をしてまいりたいと思ってお

 ります。

 　以上でございます。

○新垣新委員　頑張ってください。期待しています。 

 　以上です。

○大浜一郎委員長　続きまして、西銘啓史郎委員。 

○西銘啓史郎委員　よろしくお願いします。 

　まず最初に、令和４年度のＣ経費、Ｄ経費の予算

額及び決算額をお尋ねします。億円単位で結構です

 ので。

○比嘉淳農林水産総務課長　それでは、農林水産部

の令和４年度のＣ経費の予算現額が91億円、決算額

 が57億円。

　Ｄ１については、予算現額89億円、支出済額が77億

円。Ｄ２の予算額が136億円、支出済額が93億円にな

 ります。

○西銘啓史郎委員　簡単にＣ経費、Ｄ経費の概要だ

け説明してもらっていいですか。Ｃ経費とは何か、

 Ｄ１、Ｄ２とは何か。簡単にでいいです。

○比嘉淳農林水産総務課長　Ｃ経費については投資

的経費、Ｄ経費については投資的経費のうちの一括

 交付金というふうになっております。

○西銘啓史郎委員　Ｄ１がソフトで、Ｄ２がハード

 という理解でいいですか。

○比嘉淳農林水産総務課長　おっしゃるとおりです。 

○西銘啓史郎委員　分かりました。 

　次、農林水産部の総事業数についてお伺いします。 

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　令和４年度農林水産部一般会計において実施した

事業は、年度途中の補正予算として計上した事業も

 含めて368事業となっております。

○西銘啓史郎委員　なぜこれを聞くかというと、予

算全体を見ると人件費もいろいろ入っているもので

すから、そういった政策的経費、Ｃ、Ｄ経費の中で、

Ｃ経費が幾らぐらい、それから交付金に幾らぐらい、

ソフト、ハードにどれぐらい予算を使っているのか

 を確認したくて、お聞きしました。

　それから今、総事業が368ある中で、主要施策には

36事業が掲載されています。残り330近くは主要施策

に入れないにしても、重要な施策の一つだと私は理

解をしております。その中で、先ほど来出ています

けれども、予算の執行率、令和４年度、もちろん繰

越額も多いんですけども、県全体の部局で見ても、

執行が７割というのは土木建築部と農林水産部だけ

なんですよね。それ以外はほとんど８割以上、一番

高かったのは総務で98とかありますけども、その理

由は確かに幾つかあると思うんですけども、私が

ちょっと気になるのが、先ほどの総事業数368。商工

労働部は187事業と言っていました。ですから、事業

数と人員がリンクするのかどうか分かりませんけど、

部長、人の数、先ほど大城委員からありましたけれ

ども、農水は一番最初の資料でいくと、平成元年度

の時代では1144人、もちろんいろんなセンターがで

きたりしているんですけど、その後、現在では農林

水産部では、令和元年度の定数862人、５年度で841人

というところで、適正な人員かどうかというのは、

 部長、どのように考えていますか。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　職員の配置につきましては、各職場の勤務環境に

配慮しつつ、効率的な運営を図るとともに、新たな

ニーズへの対応など、適切な職員配置に努めている

 ところであります。

　一方、ウクライナ情勢による燃油や生産資材の高

騰等に起因します様々な課題が生じているというこ

とでありますので、現在、一つ一つの課題に鋭意取

り組んでいるところでありますけれども、緊急的な

課題解決と新・沖縄21世紀農業振興計画の目標達成

に向けて、しっかりと議論しながら必要な職員配置

 に努めてまいりたいと思っております。

○西銘啓史郎委員　あと、農林水産部の中には12課
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 あるんですかね。

　あと、センターがあったり、研究所があったり、

中央卸売市場、おのおのの部局にぶら下がった組織

があると思うんですけど、その辺の連携というのは

今どうなっていますか。部局といろんなセンターや

研究所がいろいろありますよね。そこと農林水産部

 との業務のダブりがないか。

　要はうまくいっているという理解でよろしいで

 しょうか。一個一個の組織人員は問いませんけど。

○前門尚美農林水産部長　例えば出先長会議という

ことで、年度初めに一度集まりまして、課題の共有、

 また進捗、方針等の確認をしております。

　また、農業分野で言いますと研究と普及、そして

また行政ということで、それぞれの協議会等で課題

の共有をしておりまして、試験研究で研究された課

題は普及に実施するとか、その成果をまた行政の施

策に反映するという流れでやっているところです。

 センター長会議とかも定期的にやっております。

○西銘啓史郎委員　関連する組織も多いようですの

で、先ほどの人員の話じゃないですけれども、事業

数と人員がリンクするかどうかは別としても、職員

の負担になっていないかというのが非常に気になる

ところで、特に執行率が悪いのもいろんな理由があ

ると思いますけれども、そこら辺はぜひ農林水産部

として見直しも含めて検討いただければと思うんで

 すが、何かあればどうぞ。

○前門尚美農林水産部長　農林水産部の定数は、沖

縄県定員数の管理基準方針に基づいて定められてい

るんですけれども、農林水産部としては、事務事業

の必要性をしっかり検証しまして、政策的な重要度

などを勘案して、業務が適正に執行できるよう、関

係部局に対して適切に要望を行ってまいりたいと思

 います。

○西銘啓史郎委員　では、主要施策についていきた

 いと思います。

　192ページ、新規就農者の育成・確保対策で継続事

業ですけども、まずおのおのの事業を見やすくは書

いているんですけども、事業の実績のところで、例

えば１番の新規就農者支援事業１億6100万円のもの

で、（１）、（２）、（３）とありますけど、できれば分

けられるのであれば分けてほしいんですけど、今、

特に数字は問いませんが、見せ方としてこういう御

 協力をお願いしたい。

　私たちが、例えば１億6000万のうち、どの事業に

幾ら使われて、どれが執行が低いのかというのが見

られるように、この１、２、３の額をできれば書い

 てほしいと思います。

　その中で、ちょっと確認したいんですけども、幾

つかいろんな質問が出ましたので、効果のところで、

10年間の新規就農者が3000人を上回る3026人とあり

ました。この次の10年間の目標の新規就農者の数と

 いうのがあれば教えてください。

○能登拓営農支援課長　お答えいたします。 

　新規就農者の確保の目標につきましては、新たな

振興計画の中においても、10年間で3000名というふ

 うに設定をしているところでございます。

○西銘啓史郎委員　ということは、この10年間と次

の10年間も、3000名を目標にしているという理解で

 よろしいですか。

○能登拓営農支援課長　はい、そのとおりでござい

 ます。

○西銘啓史郎委員　課題のところに、就農定着及び

経営安定に向けてとありますけども、この前確認し

て、数字出たかどうか忘れましたけど、新規就農者

の数はいいけど、５年、10年も継続して就農してい

 る方の数というのは把握できていますか。

○能登拓営農支援課長　まず、新規就農者の数につ

きましては市町村と連携をしまして、毎年ですね、

新たに就農した方の数の調査を行っているんですが、

全員を対象に継続して追跡調査を実施するというの

は、なかなか困難な状況にありまして、現在その全

体の数値につきましては把握できていない状況でご

 ざいます。

　一方で、平成24年度以降、この新規就農対策とし

て、就農準備資金や経営開始資金、それから施設機

械の導入に対する補助などの制度がかなり充実をし

てきてございます。これらの施策の効果をしっかり

検証する必要があるという観点から、これらの補助

事業の支援を受けた方につきましては、その後の就

農状況を継続して調査を行ってございます。先ほど

申しました経営開始資金ですとか、施設機械の導入

の補助を受けた方が、平成24年度以降、延べ1554名

いらっしゃいまして、令和５年12月現在、営農を継

続している方が1509名、定着率は97.1％というふう

 に把握をしているところでございます。

○西銘啓史郎委員　最後に、193ページの３番の農業

次世代人材投資事業の（１）準備型、（２）経営開始

型とありますが、おのおのの予算額と決算額が分か

 れば教えてください。

○能登拓営農支援課長　農業次世代人材投資事業の

準備型につきましては、当初予算額が1200万円、最

終予算額で900万円、決算額900万円となっておりま
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 す。

　それから経営開始型につきましては、当初予算額、

約３億9000万円、最終予算額が３億3000万円、決算

 額が３億2000万円となってございます。

○西銘啓史郎委員　最後に、今こういった数字も、

１と２のバランス、1200万、３億9000万というのは

僕ら分からないですよね、これ聞かない限り。先ほ

どお願いしたように、できたら（１）、（２）に分け

 てもらうと質問も出なくなります。

　それから、もう一つやはり、常に思うのは、何度

かこの主要施策については提言をして、財政課にフ

ォーマットを変えてもらいましたけれども、ぜひお

願いしたいのは今言ったところとか、いろんな事業

 の明細を質問が出ないでもいいようにしてほしい。

　この主要施策の報告書は誰宛てに出しているんで

 すか。

○比嘉淳農林水産総務課長　この報告書については、

地方自治法第233条第５項に基づいて施策を報告して

 いるということになっております。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、西銘委員から報告書表紙に県議

会提出とあるので、県議会に対し、分かり

やすい資料としてほしいとの要望があっ

た。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　比嘉淳農林水産総務課長。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃったとおり、分かりやすく、

丁寧に、今後は理解しやすいような形で検討したい

 と思います。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　お願いします。 

 　以上です。

○大浜一郎委員長　以上で、農林水産部関係決算事

 項に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、説明員の入替え）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

 ツ部関係決算事項の概要説明を求めます。

　宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。 

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　委員の皆さん、

 こんにちは。

　文化観光スポーツ部所管の令和４年度一般会計歳

 入歳出決算の概要について御説明申し上げます。

　まず初めに、令和４年度の文化観光スポーツ部の

 取組について、しばらく御説明いたします。

　本県は、令和４年度に、本土復帰50周年という大

きな節目を迎え、様々な記念事業が執り行われまし

た。文化観光スポーツにおいては、第７回世界のウ

チナーンチュ大会、美ら島おきなわ文化祭2022、沖

縄空手世界大会2022などを開催し、コロナ禍にもか

かわらず、国内外から多くの方々に参加していただ

きました。また、ＦＩＢＡバスケットボールワール

ドカップ2023の大会成功に向け、大会受入れ体制の

構築やプロモーション活動等、様々な取組を実施し

 てまいりました。

　観光分野におきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響からの回復を図るため、おきなわ彩発見

キャンペーンをはじめとする旅行需要喚起策を実施

しました。また、令和４年10月以降の水際対策の緩

和により、国際航空路線やクルーズ船の運航が順次

再開され、令和４年度の入域観光客数は677万4600人

と、目標値の610万人を上回り、観光収入については

試算値7013億円で、平成30年度、令和元年度に次ぐ

 過去３番目の金額となりました。

　そのほか、観光事業者に対する経営支援や、観光

人材の育成・確保に対する支援事業を実施し、今年

度においても引き続き各種支援を行っているところ

です。今後とも、観光業界や市町村と連携し、沖縄

観光の持続的な発展と質の高い沖縄観光を目指し、

世界から選ばれる持続可能な観光地の実現に向け取

 り組んでまいります。

　また、文化・スポーツ・交流分野においては、し

まくとぅばや沖縄空手などの沖縄文化の保存、継承、

創造と、さらなる発展や、ＦＩＢＡバスケットボー

ルワールドカップ2023のレガシーを活用したスポー

ツ交流の推進、国際交流や地域外交の中核を担うウ

チナーネットワークの強化についても、さらなる取

 組を進めてまいります。

　それでは、令和４年度一般会計の歳入歳出決算額

について、お手元にお配りしております令和４年度

歳入歳出決算説明資料（一般会計）により御説明申

 し上げます。

 　１ページをお開きください。

　１ページは、款ごとの歳入決算状況となっており

 ます。

　表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄を御覧

 ください。

　令和４年度歳入決算として、予算現額の合計Ａ欄

485億4726万2000円に対し、調定額Ｂ欄389億5331万



－341－

5133円、収入済額Ｃ欄389億5331万5133円、同額です。

調定額Ｂ欄に対する収入済額Ｃ欄の割合は100％であ

ります。なお、不納欠損額Ｄ欄、収入未済額Ｅ欄は

 ございません。

 　次に、款ごとに御説明いたします。

　（款）使用料及び手数料の収入済額Ｃ欄を御覧く

 ださい。

　使用料及び手数料の収入済額は471万８円で、その

主な内容は、博物館・美術館における建物使用料等

 であります。

　次に、（款）国庫支出金の収入済額Ｃ欄を御覧くだ

 さい。

　国庫支出金は381億6342万9251円で、その主な内容

は、おきなわ彩発見キャンペーンの経費である観光

 庁補助金となっております。

 　２ページをお開きください。

　（款）財産収入の収入済額Ｃ欄は4041万1617円で、

その主な内容は、ＪＩＣＡセンター用地貸付料など

 であります。

　次に、（款）繰入金の収入済額は１億2672万1472円

で、その内容は、沖縄県観光振興基金からの繰入金

 となっております。

　次に、（款）諸収入の収入済額は２億4594万2785円

で、その主な内容は、美ら島おきなわ文化祭2022開

 催事業収入となっております。

　次に、（款）県債の収入済額は３億7210万円で、そ

の主な内容は、沖縄コンベンションセンター改修工

 事によるものなどであります。

 　以上が一般会計歳入決算の概要となります。

 　続きまして、３ページを御覧ください。

　３ページは、一般会計歳出決算の状況となってお

 ります。

　表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄を御覧

 ください。

　令和４年度歳出決算は、予算現額の合計Ａ欄593億

4224万 1000円に対し、支出済額Ｂ欄483億 3442万

1292円、執行率81.5％、翌年度繰越額Ｃ欄77億9144万

3040円、不用額Ｄ欄32億1637万6668円となっていま

 す。

　翌年度繰越額Ｃ欄の主な理由について、款ごとに

 御説明いたします。

 　翌年度繰越額Ｃ欄を御覧ください。

　（款）総務費の翌年度繰越額は312万1000円で、そ

の理由は、ウクライナ避難民に対する県の支援が広

く行き渡るよう、支援制度の周知期間や支援金申請

期間を十分に確保する必要があったためであります。 

　次に、（款）商工費の翌年度繰越額は77億6216万

6040円で、その主な理由は、令和４年度に補正予算

で計上したおきなわ彩発見キャンペーンＮＥＸＴの

経費となっており、令和５年４月以降も切れ目なく

 キャンペーンを実施するためであります。

 　次に、４ページを御覧ください。

　（款）教育費の翌年度繰越額Ｃ欄は2615万6000円

で、その理由は、県立芸大の奏楽堂舞台音響・映像

設備改修工事において、半導体不足等の影響に伴い

 工事計画を変更したためであります。

　続きまして、不用額Ｄ欄の主な内容について款ご

 とに御説明いたします。

　恐縮ですが、３ページに戻っていただき、不用額

 Ｄ欄を御覧ください。

　（款）総務費の不用額は4833万4829円で、その主

な内容は、令和４年度に受け入れたウクライナ避難

民への扶助費について、当初想定していたリハビリ

目的の避難民が来沖しなかったことによる執行残に

 よるものであります。

　次に、（款）商工費の不用額は31億450万7613円で、

その主な内容は、おきなわ彩発見キャンペーンの経

費となっており、新型コロナウイルス感染症の影響

で全国旅行支援の開始日が遅れたことにより、十分

な事業期間が確保できなかったためとなっておりま

 す。

 　次に、４ページをお開きください。

　（款）教育費の不用額Ｄ欄は、6353万4226円で、

その主な内容は、競技力維持・向上対策事業費にお

いて、国体選手などの派遣費用の航空運賃の競争入

 札を行ったことによる入札残となっております。

　以上で文化観光スポーツ部所管の一般会計の歳入

 歳出決算の概要について、説明を終わります。

 　御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長  文化観光スポーツ部長の説明は

 終わりました。

　これより質疑を行いますが、質疑・答弁に際して

は、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複

することがないよう、簡潔に要点をまとめ要領よく

行い、円滑な委員会運営が図られることに御協力を

 お願いを申し上げます。

　また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うようにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

 を申し上げたいと思います。

　それでは、文化観光スポーツ部関係決算事項に対
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 する質疑を行います。

 　上里善清委員。

○上里善清委員　歳出のほうから質問しましょうね。 

　翌年度繰越しが77億9000万円とかなり大きな金額

なんですけどね。理由は、主なものでいいですけど、

 どういうのがありますか。

○久保田圭観光政策課長　令和４年度から令和５年

度に繰り越した事業につきましては、全部で10事業

ございまして、77億9144万3000円ございます。その

主なものといたしましては、ＧｏＴｏおきなわキャ

ンペーン事業が52億865万2000円ございます。また、

観光事業者事業継続・経営改善サポート事業が12億

9464万9000円。また、観光事業者受入体制再構築緊

 急支援事業が11億6642万2000円となっております。

 　以上です。

○上里善清委員　去年５類に移行したんですが、こ

ういった予算というのは、ずっと使えるものなのか、

ちょっと私は分からないんですけどね、この繰越し

 た分は使えるんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長　ＧｏＴｏトラベルの予算

ですね、全国旅行支援の予算については、令和５年

度のほうに繰り越しまして、そこで全額使っている

 という状況でございます。

○上里善清委員　使えるという理解でいいんですね。

 分かりました。

　あと、不用額についても説明できますか、32億あ

 りますが。

○久保田圭観光政策課長　令和４年度の不用額です

けども、金額につきましては今、委員がおっしゃっ

たように32億1637万7000円となっております。その

主なものといたしましては、ＧｏＴｏおきなわキャ

ンペーン事業が22億9878万9000円ございます。また、

地域観光事業支援といったもので３億5088万5000円、

観光２次交通等利便性向上体制構築事業で１億

 4986万円などとなっております。

 　以上です。

○上里善清委員　ちょっとこれも関連するんですが、

このＧｏＴｏで二十何億ありますよね。これはもう

 国にお返しするということになるんでしょうかね。

○大城清剛観光振興課長　こちらは国の予算の中で、

繰越しできるものを先ほど52億と申しましたけれど

も、繰越しをして、翌年度に使っておりますが、事

故繰越といいまして、もう繰越しできないという国

の予算がありまして、そちらのほうは不用というこ

 とでお返しするというふうになります。

○上里善清委員　個別でちょっと聞きますけど、全

 体的に聞きたいんですけどね。

　コロナの５類移行後、観光客も大分増えていると

思うんですが、県の目標として、一時1000万人超え

た数字もありましたよね。今後どのようにこの入客

数の目標を立てているのか、その辺説明できたらお

 願いします。

○久保田圭観光政策課長　令和５年度の入域観光客

数の見込み値ということで公表している数字につき

ましては、国内客、外国客合わせまして843万人となっ

 ております。

○上里善清委員　これは今年の話ですか。 

○久保田圭観光政策課長　令和５年度の見込み値に

 なっております。

○上里善清委員　事業は全体的に文化・観光・芸術

というふうになっておりますがね、観光にもいろい

ろあると思うんだけど、これ全体に重きを置いてほ

しいんだけど、沖縄の観光としたら自然の観光が多

分主になると思うんですよね。全体的な考え方を教

えてほしいんですけど、どういうふうに力を入れて

 いくんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　観光につきまし

ては、一定程度の観光客数を確保しつつ、１人当た

り消費額の向上とか、滞在日数の延伸、あるいは観

光客の満足度の向上、あるいは社会とか自然とかに

与える影響の低減――いわゆる量を一定程度求めな

がら、沖縄観光の質の向上を求める取組を進めてい

 くこととしております。

　具体的には、量というところの部分では、消費者

視点に基づいたブランド戦略、多様な市場に対応し

た効果的な誘客活動の展開を図っていくとともに、

満足度の向上等につきましては、自然、歴史、文化

などの沖縄のソフトパワーを生かしたツーリズムの

推進、ワーケーションなど、新たな観光スタイルの

普及、県内周遊着地型観光、質の高いクルーズ観光

の推進、それからサステーナブル、レスポンシブル、

ユニバーサル・ツーリズムの推進をして、人や社会、

環境などに配慮したやさしいエシカル観光の推進と

 いったものに取り組んでいくこととしています。

○上里善清委員　単発ではなくて、もう一回ウチナー

に来たいなという観光に、ぜひしていただきたい。

いろんな政策があるはずですから、みんな強化する

 べきだと思います。

　あと個別で、ウチナーグチの事業がありますけど、

最近、新聞によく載るんだけどね、この事業という

のは、本当にウチナーのアイデンティティーを守る

ためにも重要なんですよ。これは今後どのように進
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めていくのか。今の水準だったら、もう消えてしま

うという危機感を今持っていると思うんですよね、

危機感があるわけよ。どのように進めていくんです

 か。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　お答えします。 

　ただいま、沖縄県としましては、令和４年度まで

の第１期計画を終わりまして、その反省点も踏まえ

まして、第２期計画を令和５年度から始めていると

 ころでございます。

　今、上里委員がおっしゃったように、話者の方が

減ってきているという現状もありまして、講師養成

講座ですとか、そういった若い方々に焦点を当てた

形でこの普及継承を図っていければなということで、

 第２期計画に取り組んでいるところでございます。

○上里善清委員　話者が減っているのはもう間違い

ありませんのでね。学校で子供たちに教えるときに、

わざわざ話者を呼んでというのはもう不可能に近く

なり始めているんで、デジタルを使ったやり方もあ

ると思うんですよ。ちゃんとしたウチナーグチをデ

ジタル化できないか、この辺も検討してはどうです

 か。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　沖縄県としましても、しまくとぅばアーカイブ事

業ということで、ネイティブ話者の御健在なうちに、

そういった方々から正確なお言葉を残していこうと

いうことで、アーカイブ事業ということを令和４年

度から立ち上げてございます。そちらのほうで記録

として、文法ですとか、その地域ごとの言葉ですと

か、そういったところを記録した上で、今後の普及

継承につなげていけるような材料にしていければと

いうことで、今、事業を進めているところでござい

 ます。

○上里善清委員　ぜひ強化してもらいたいと思いま

 す。

　あと、空手のユネスコ登録なんですが、これは今

 の取組はどんな状況になっていますか。

○桃原直子空手振興課長　空手のユネスコ登録に向

けては、機運醸成のためのシンポジウムの開催と、

それと併せて学術連絡会を開催しまして、その中で

沖縄の空手の生活文化として、地域の伝統行事など

にどれぐらい取り込まれているかというところで、

 悉皆調査を今行っているところです。

○上里善清委員　かなり厳しい状況だと僕は思うん

 ですよね。

　最後に、世界のウチナーンチュの事業も結構ある

んですが、本会議でも、この拠点をどうするかとい

う話がありましたよね。これは今後どういうふうに

 取り組みますか。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

　県では、人的ネットワークの継承、情報発信と集

約、交流促進、それから相談窓口、歴史継承の５つ

の機能を総合的に担うウチナーネットワークコンシ

ェルジュを、ＪＩＣＡ沖縄と連携して、現在運営し

 ているところでございます。

　世界のウチナーンチュの交流拠点につきましては、

設置を要請している世界ウチナーンチュセンター設

置支援委員会と意見交換を行っているところでして、

必要な機能を精査した上で、ＪＩＣＡ沖縄と関係機

関とも連携して、既存施設の活用も含めまして、こ

のコンシェルジュの機能を拡充しつつ、その設置に

 取り組んでまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員長　次に仲村未央委員。 

○仲村未央委員　すみません、時間が限られており

ますけれども、バス事業のことで聞きたかったんで

すけれども、昨年度の事業の実績についてお尋ねい

 たします。

○大城清剛観光振興課長　貸切りバスについては、

長引くコロナの影響により稼働率が著しく低下して

いることなどを踏まえ、沖縄県バス協会と意見交換

を行い、令和４年６月議会において、県内の学校、

企業、自治会、老人会からの依頼により、貸切りバ

スを運行する場合、１台当たり最大３万円、バスガ

イド１人当たり最大１万円を補助する貸切バス活用

支援事業の予算を計上し、利用者の負担軽減及び貸

切りバスの利用促進を図ったところであります。本

事業は、貸切りバス事業者や学校等の利用者から好

評のため、令和４年度の不用額を令和５年度に繰越

しを行うとともに、令和５年６月補正及び11月補正

 において追加の予算を確保しております。

　その他の支援としましては、令和４年度当初予算

で計上した、観光２次交通機能強化事業において、

新しい生活様式への対応として、那覇空港を発着す

る観光客が利用する路線バスにおけるコンタクトレ

ス決済端末の普及に向けた実証事業のほか、令和４年

６月議会において、コロナの影響によりレンタカー

が不足したことから、路線バスの利用等を促進する

ため、運賃を３割軽減する観光２次交通等利便性向

上体制構築事業の予算を計上し、観光客の２次交通

 の確保に努めたところであります。

 　以上でございます。

○仲村未央委員　実際の３万円の補助ですけれども、
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どれぐらい執行されて、総額、どれぐらい使い切っ

 たんですか。

○大城清剛観光振興課長　まず、令和４年度の実績

としては、予算額が２億4691万6000円に対して、交

付決定額が２億440万9000円、交付率は82.8％、実績

額は１億2605万4000円、予算額に対する実績率は

 61.7％となっております。

　本事業、令和５年度に繰越しを行ったため、不用

となった予算、１億2000万余りについては、令和５年

４月から令和５年９月までの事業で執行されており

 ます。

 　以上でございます。

○仲村未央委員　台数にしてどれぐらいですか。 

○大城清剛観光振興課長　令和４年度においては、

 支援対象バス台数は4239台になります。

○仲村未央委員　実際には、これは好評だったんで

すかね。要は県民利用、それから事業者にとって――

スキームをあれこれ見直しながらではあったと思う

んですけれども、その形というのは有効だったんで

 すか、コロナの立ち上がりとして。

○大城清剛観光振興課長　いろいろ学校関係とかが

よく使われていまして、例えば部活の移動に非常に

便利であるとか、今後も続けてほしいという要望の

ほうも、うちの課のほうに電話が何回もありました

し、実際にも多数利用していただいていますので、

 効果があったものと認識しております。

○仲村未央委員　執行額、台数ともに、かなり利用

があったとは思うんですけれども、ただ、今この貸

切りバス事業、これは路線も含めて、大体の事業者、

大きなところは両方合わせて活用しているところは

あると思うんですけれども、かなりその台数が足り

ないということ、あるいは運転手不足ということが

非常に深刻な課題になっていると思うんですけれど

も、実際にはコロナ前と、現状と、バスの保有、そ

の稼働について、どれぐらいの影響状況でしょうか。 

○大城清剛観光振興課長　沖縄総合事務局が公表し

ている運輸要覧によりますと、平成30年度の車両台

数は1155台、令和４年度の車両台数は919台となりま

 す。

○仲村未央委員　もう終わっちゃいました。ありが

 とうございました。

○大浜一郎委員長　次に玉城武光委員。 

○玉城武光委員　よろしくお願いいたします。 

　主要成果のところの295ページ、おきなわ事業者復

 活支援金。

　国の支援金を受けた県内事業者に対する県独自の

支援金ということなんですが、そこに、お聞きした

いのは、売上げが30％以上減少、それから50％以上

減少というのがあるんですが、30％以上の減少の方

が何件あって、50％以上の減少が何件あってという

 ことを教えていただきたいです。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　30％以上、もしくは50％以上という内訳をすみま

せん、今私の手元にはないんですけれども、まず県

で実施した支給件数の総額としましては１万5094件

となってまして、給付額につきましては19億2925万

 7000円となっております。

○玉城武光委員　これは記述されて分かりますけど

ね。では、30％以上は幾ら、50％以上は幾らという

 のを、支給額を教えてほしい。

○久保田圭観光政策課長　いずれも上限額になりま

すけれども、まず個人事業主の場合は30％以上50％

未満の場合は上限額は６万円、50％以上の場合は10万

 円が上限となっております。

　あと、法人については、売上げ規模によって若干

変わってくるんですけども、一番給付額が大きいも

のとしましては30％以上の場合は30万円で、50％以

 上の場合は50万円となっております。

○玉城武光委員　これ、県独自の支援策ということ

で、関連の事業者が復活、持ちこたえたと、そうい

う声があって、非常にいい県の施策だなと評価をい

 たします。

　次に296ページ、地域観光事業支援ですが、いろい

ろキャンペーンがあって、クーポン券とかあって、

全体として55億4000万円の事業効果があったという

ことがあるんですね。決算額で76億円で、事業効果

は55億というのはちょっと少ないんじゃないかなと

 思うんですが、どうですか。

○大城清剛観光振興課長　今おっしゃるように、決

算額は76億でございますけれども、こちらは国の予

算としてはＧｏＴｏの予算としても使えるというも

ので、こちら、県民割として、ＧｏＴｏが始まる前

のキャンペーンの予算でして、こちらで使えなかっ

たものは、またＧｏＴｏのほうの予算に回すという

ことがありますので、ＧｏＴｏで使った予算も含め

て76億というふうな決算になっているということで

 ございます。

○玉城武光委員　それで、55億4000万円の経済効果

 があったと。これ、どういう効果が出たんですか。

○大城清剛観光振興課長　事業効果の55.4億円につ

きましては、旅行割引及び地域クーポンの発行によ

り、新たな利用につながった取引額の合計でござい
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ます。旅行割引額、地域クーポン利用額、あと利用

者の自己負担額の３つの合計が55.4億円というふう

 に表現をしております。

　具体的には、旅行、宿泊に対して17.3億円の割引

を実施しております。そちらは44.3万人泊分、45.8億

円分の観光需要の創出につながっております。また、

観光施設、土産品店などで7.9億円分の地域クーポン

が利用されております。これらを合計して55.4億円

を事業効果として表現しているというものでござい

 ます。

○玉城武光委員　これは県独自の事業ですよね。 

○大城清剛観光振興課長　こちらは国から予算をい

ただいていまして、もちろん県で実施しているキャ

 ンペーン事業でございます。

○玉城武光委員　いろいろ事業効果が出たというこ

 とで、いい評価をしたいと思います。

 　次に305ページですね。

　沖縄観光ブランドというのがあって、その中にい

ろいろあって、国内ブランド戦略事業というのがあ

るんですが、これの事業の内容をお聞かせください。 

 　306ページの国内ブランド戦略事業。

○大城清剛観光振興課長　こちらは、沖縄観光ブラ

ンド、Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａの周知を図りまして、

これをブランドとして、沖縄の観光を盛り上げると

いう事業でございまして、沖縄県は、沖縄の優位性

を生かし、国内外の観光地との差別化を図るため、

平成24年度に世界15か国、17地域でマーケティング

調査を実施しまして、県民参加のもとで沖縄観光グ

ローバルブランド、Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａを策定し

ております。Ｂｅというのは、そこにある、存在を

表すと同時に、行動を促す言葉で、Ｂｅ．Ｏｋｉｎ

ａｗａという言葉は、シンプルで世界中の誰もが認

めることができる、様々な国の人々に沖縄スタイル

への憧れ、沖縄来訪意欲の喚起、豊かな自然と人に

囲まれて、自分自身を取り戻したいという思いなど

 の心理的効果を狙っているところでございます。

　沖縄県としては、沖縄観光ブランドの認知、浸透

により、観光の質を向上させ、リピーター層の確保

や、新たな顧客層開拓につなげていきたいと考えて

 おります。

○玉城武光委員　次、317ページの沖縄観光グローバ

ル事業の中の事業委託内に人件費とか一般管理費と

か消費税とかいろいろあるんですが、そこの説明を

 お願いします。

○大城清剛観光振興課長　こちらは委託事業の中で

直接人件費であるとか、一般管理費であるとか、そ

ういうものを合計した金額のほうを載せているとこ

 ろでございます。

○玉城武光委員　どこに委託していますか。 

○大城清剛観光振興課長　こちらの事業は沖縄観光

コンベンションビューローのほうに委託しておりま

 す。

○玉城武光委員　じゃ、次333ページ。 

　競技力維持・向上対策事業なんですが、そこの中

の４番目、向上対策事業を実施したということなん

ですが、支援団体の41団体というのは、一律に対策

 をやっているんですか、支援しているんですか。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　41団体競技ですね。これ、国体の競技種目の団体

になるんですけど、バレーボールとかバスケットボー

ルとか等々あるんですけど、強化費の配分としては、

基本的なまず金額がございまして、基本的な金額プ

ラス過去の成績ですね。得点を取った、入賞したと

いうところに対して加算していくという形で配分を

 行っているところでございます。

○玉城武光委員　一律と、それから強化をして、競

技力が高まっているところには割合が増していると

 いうことですね。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員　お願いします。成果表の332ページ、

 １点だけね。

　サッカースタジアムをどうするかという話なんで

すよね。令和４年で調査しましたと、2600万という

ことですけれども、平成23年からいろいろ調査、計

画策定等しているわけですよね。これまでの事業費、

 どのぐらいかかってきたのか、まずお願いします。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　平成23年の基礎調査から、平成24年基本構想、平

成29年の基本計画、その後、それぞれの条件、課題

の確認をするということで、平成30年から、令和元

年、令和２年、令和３年、令和４年と、調査事業を

行ってきました。その総額といたしまして１億1308万

 円となっております。

○大城憲幸委員　年度ごとに分かりますか。 

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　平成23年の基礎調査が855万8000円。平成24年に基

本構想の調査が462万円。続きまして、平成29年に策

定いたしました基本計画が4007万9000円。その次に、

平成30年に複合機能の導入可能性調査ということで

1101万6000円。令和元年に民間資金の可能性調査と

いうことで1496万8000円。令和２年に複合施設スタ
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ジアムと、隣に建てる複合施設の整備状況の調査と

いうことで960万円。続きまして、令和３年に行った

スタジアムの活用に係る検討とか、経済波及効果の

調査が385万6000円。令和４年に行ったスタジアム整

備の事業費縮減とか、あと、運営収支改善の検討策

が2039万円。トータル１億1308万円となっておりま

 す。

○大城憲幸委員　これ平成29年に4000万円余りかけ

てつくったわけですよね、基本計画。それで今度は

2600万円かけて、これの詳細を検討したということ

ですけれども、さっと見る限りでは２万人の収容人

数を、これを一気にじゃなくて段階的にやろうとか

というのを見たんだけれども、この辺の令和４年度

の調査で分かったこと、ちょっと簡単に、こういう

部分が前に進みましたよみたいなものがあればお願

 いします。

○嘉数晃スポーツ振興課長　まず、スタジアムの整

備に関して、例えばスタンドを２階、３階と造って

いくんですけど、この勾配を、今まで緩やかな勾配

をつけていたんですけど、少し角度をつけて、急斜

面というんですか、そういったところで見やすくす

ることによって、総建築面積が少なくなることが分

かりました。しかも角度をつけることによって見や

すい、サッカー観戦がしやすいというスタジアムが

できるということで、整備費の縮減と、観戦しやす

いスタジアムができるということと、あと、間切り

ですね。スタジアムの中に壁を少なくする工法もで

きることも分かりましたので、そういったところで

 整備費を縮減することが可能になりました。

　もう一つ、どうしてもサッカースタジアムという

ところは運営収支、なかなか黒字というところは難

しいところなんですけど、スタジアムの中でいろん

な広告収入、よくネーミングライツとかというとこ

ろがあるんですけど、例えば座席の中にスポンサー

をつけるとか、あとＶＩＰルームのところを何々企

業のＶＩＰルームという形でスポンサー広告、あと、

壁にデジタルサイネージをつけてスポンサー広告を

つけるというところで、広告の中でいろんな収益事

 業をできるというところも分かりました。

　そういったところで、できるだけ収益の改善がで

 きるというところが、調査の中で分かりました。

○大城憲幸委員　部長、もう最後にしますけれども、

今言ったように、事務方レベルではいろいろ頑張っ

て、何とか収支をって言うけれども、前にも話した

と思うけれども、この奥武山公園が約30ヘクタール。

今回の計画はその何分の１かな、６ヘクタールぐら

いの中で、何とか収支を成り立たそうとしているわ

けさ。ただ、やっぱりあの立地というのは沖縄の中

で、あの一等地で、まとまった30ヘクタール、国有

地も私有地もあるからいろいろ簡単じゃないのは分

かりますけれども、これ全体という発想でやらない

と、なかなか今のペースでやっても、もう13年もずっ

と計画、調査というのを繰り返しているわけですか

ら、前に進めないのかなと思うんですよ。その辺と

いうのはちょっと根本的に考え方を変える必要もあ

るんじゃないかなと思うんですけれども、その辺ど

 う考えていますか、現時点で。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　都市の中にある

立地条件が、集客するには条件が整っている場所だ

というふうには認識しておりますけど、現在、セル

ラースタジアムであったりとか、その他スポーツ施

設が既に集積しているということがありますので、

それをどう再配置するのかという部分については、

 一つ課題なのかなというふうには思っております。

　今後の整備に向けた方向性というところではある

んですけど、先ほど説明ありましたように、令和４年

度の調査、令和５年度も段階的な整備というところ

の方向性も選択肢がありますので、そういった段階

整備の方向性であるとか、あるいは、併せて今検討

しておりますように、都市公園法における建蔽率で

あるとか、あるいは都市計画法における用途地域と

いうような、そういった法的な課題の部分について

の具体的な手続の進め方について、具体的に進めて

いきたいと思っております。あわせて、民間資金の

活用を含めた様々な財源を活用した形で、より効果

的で実現性が高いような整備スキームについて、引

 き続き検討していきたいと思っています。

○大浜一郎委員長　金城勉委員。 

○金城勉委員　それでは、まず最初に、300ページの

 万国津梁会議の件でお尋ねいたします。

　一部、議事録を読ませていただきましたけれども、

観光振興に向けてのいろいろなテーマについて議論

がなされております。この令和４年の場合には、稼

ぐ力の強化、それから観光需要の平準化などについ

て活発な議論がなされておりますね。そうした議論

が行政の取組にどのように取り入れられ、反映され

ているのか、その辺のところをお聞かせいただけま

 すか。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　令和２年度から３年度に設置されました、稼ぐ力

に関する万国津梁会議におきましては、観光需要の

年間平準化による稼ぐ力の強化ですとか、観光を基
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軸とした経済循環促進等を含む提言がなされており

 ます。

　こうした提言を受けまして、令和４年度は観光需

要の年間平準化に関する万国津梁会議を設置し、オ

フ期を楽しめるコンテンツ開発の促進ですとか、季

節性の異なる市場、コンテンツの戦略的な組合せと

 いった平準化策が提言として示されております。

　提言内容等につきましては、関係部局で共有を図

るとともに、観光関連産業への影響を考慮しつつ、

データに基づいた季節による需要の偏在や、地域に

よる需要の格差を解決するための方策を検討し、ター

ゲットマーケティングと効率的なプロモーション等

に取り組むことで、観光需要の年間平準化を推進す

ることとしております。観光需要の平準化をするこ

とによりまして、従業員の正規雇用化や処遇改善が

進むとともに、観光関連事業者の投資促進による質

の向上や収益力の向上、観光客の満足度向上が期待

 されているところになっております。

　今年度につきましては、もう一つの提言内容であ

ります観光を基軸とした経済循環の促進に関する万

国津梁会議を設置し、観光分野における域内調達、

消費を促進するための具体的な方針や施策を検討し

ているところであり、年度内に知事へ提言書が手交

 される予定であります。

 　以上であります。

○金城勉委員　サーラナイ読むのでサーラナイ過ぎ

去っていくんですけれども、そうした教科書的なそ

ういう答弁が来ているんですけど、これは具体的に

観光業界と、それからビューローと、そして皆さん

とで共有されて、そしてこれは具体的にこの現場に

落とし込まれて実行をされている、あるいはまたこ

 れからされる、そういう状況は整っておりますか。

○久保田圭観光政策課長　まず、ビューローとの共

有という件に関しましては、万国津梁会議の委員の

中に観光コンベンションビューローの下地会長も

入っていただいて、それで提言をいただいていると

 いうことになっております。

　昨年度の提言につきましては、関係部局の中で、

その提言をどう取り組むかといったところを照会を

かけて、可能な範囲内で今年度の取組ということに

 なっております。　

　やはり、提言を受けましたのが昨年度末になりま

すので、今年度の予算ですぐ実施というところには、

全てはいかないと思うんですけども、それは各部局

の中で共有を図りまして、施策の中で反映させていっ

 ているという認識でおります。

 　以上です。

○金城勉委員　ぜひそういう提言を、具体的な施策

の中に反映させて、そして具体的に観光産業が魅力

あるものになるように、ぜひ頑張っていただきたい

 なと思います。

　一方で、現実は観光産業というのは、魅力ある産

業として、特に若者世代に対してのＰＲ力というの

 はどうですか。

○大城清剛観光振興課長　沖縄観光の魅力を発信す

る事業というのは県のほうも行っておりまして、様

々、観光業界で働く若い人を取り上げて、若いバス

の運転手であるとか、各ホテルで働いている従業員

の方とか、そのやりがいとか、いろんな経験を載せ

てＰＲして、とてもお客さんが笑顔で喜んで帰って

もらえるとか、そういうのを見られてとてもやりが

いを感じるとか、そういう業界でありますので、私

たちもそのような沖縄観光の魅力をアピールして、

また、観光業界に働いてくださる方を、たくさん働

いてもらえるように働きかけをしていきたいと思っ

 ております。

○金城勉委員　大学や専門学校などで、観光を専門

とするコースが幾つもあるんですけれども、そうい

うところで学ぶ学生の皆さん方の就職先というのは、

 ちゃんとそういう現場につながっていますか。

○大城清剛観光振興課長　実際には観光の学科で学

んでも金融に行くとか、必ずしも観光のほうだけで

はないという話は聞いておりますけれども、いろん

な分野に行って、観光というのを基軸に、また仕事

もできるかと思いますので、私たちはより魅力を感

じてもらえるように――例えば人材確保の事業でバ

スツアーを組んで、学生さんとかバスに乗っていた

だいて、様々な観光の現場を見ていただくというよ

うな事業のほうもやっておりますので、その辺でい

ろいろ働きかけのほうをしていきたいと思っており

 ます。

○金城勉委員　これは具体的にデータとして掌握さ

れていますか。例えば観光専門のそうしたコースに

学ぶ学生たちの就職先が、観光関連の業界である、

あるいはまた別の業界であるとか、この辺のデータ

 の情報はつかんでいますか。

○大城清剛観光振興課長　申し訳ありません。今、

 データのほうを持ち合わせておりません。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　観光学科を卒業

した方が、実際、観光業界に就職しているかという

データは今、手元にはないんですけれども、人材確

保の取組というところで、インターンシップであっ



－348－

たりとか、合同説明会であったりとか、バスツアー、

 それから職場訓練という形でやっています。

　その事業をするに当たっては、県外、県内の特に

観光学科がある大学との連携をしながら、関心のあ

る方々をそこに誘導しようというような形をやって

おりまして、例えば直近の実績で言えば、県内外で

の合同説明会の参加者が213名、職場の見学バスツ

アーが65名、職場訓練の申込み者が78名など、延べ

356名のマッチングを行っており、そのうち13名が実

際、就職につながっております。また、90名が就職

したい企業が見つかったというアンケート調査が得

られているということで、そういう現場を見ていた

だいて、そういう具体的にやるということを実感し

ていただく、それでやりがいを感じていただく、そ

れをまたじかに先輩方から聞いていただくというの

は、やはり効果があるのかなというふうに思ってい

 ます。

○金城勉委員　ぜひ頑張っていただきたいですね。 

　やっぱりそういうリゾートホテルなんか行っても

ね、目立つのは県外の人たちであったり、あるいは

また外国の人たちであったりという、働いている人

たちの顔ぶれというのが目立つんですね。だから、

県内のそういう人材がちゃんと観光の場面で働いて

活躍しているかというと、いまいちやっぱり心もと

ない現実が目につきます。だからそこは今後の課題

 として、ぜひお願いをしたいと思います。

　あと、引き続きしまくとぅばについてお伺いした

いんですけれども、ちょっと私もこだわりがあるん

ですけど、この事業、平成26年からスタートして、

もう約10年がたちました。かけてきた予算総額は分

 かりますか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　お答えします。 

　しまくとぅば普及継承事業としまして、平成26年

度から令和４年度までの決算としまして、６億8000万

 円でございます。

○金城勉委員　これだけの予算をかけてきて、皆さ

んが目標とするこの事業の成果はどのように考えて

 いますか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　ただいま令和５年度からの第２期計画が、令和13年

度を終期として計画を定めてございますが、その中

で、しまくとぅばを挨拶程度以上使う割合としまし

 て60％以上を目標としているところでございます。

　内訳としまして、主に使うと共通語と同じくらい

使うという合計を合わせました内訳でございますが、

 24％を目標としてございます。

○金城勉委員　もうちょっとやっぱり、目標を高く

掲げていただきたいですね。挨拶程度60％を目標に

という程度じゃなくて、やっぱりこのしまくとぅば

が沖縄文化の基層をなしているという大きな役割が

あって、場合によってはその言葉の消滅によっては

文化の消滅につながるというぐらい危機感が叫ばれ

ているわけですから、その緊張感でもって、やっぱ

りこの事業をしていかないと、これまでの事業を見

ていてもね、県民大会で披露したり、あるいは副読

本を作ったりと、あるいはまた何らかのイベントに

支援金を出すとか、そういうふうなレベルで推移し

 ているわけですよ。

　10年間たって、目に見える形の成果というものが

見えない。これを今度、13年まで続けていって、何

が具体的に成果として上がってくるのかというよう

なものが見えない。ただもう予算消化というふうな

認識、受け止めなんですね。だからそこはね、もっ

と厳しく反省をして、やっぱり具体的な成果、文化

に貢献する、しまくとぅばの復活、普及、そうした

視点までやっぱり踏み込んで取組を強化していただ

 きたいなと思います。

 　ちょっと時間オーバーして、すみません。

○大浜一郎委員長　新垣新委員。 

○新垣新委員　ページ数305ページ、Ｂｅ．Ｏｋｉｎ

ａｗａ。簡単に言うと、Ｗｉ－Ｆｉのつながりが悪

い。観光立県を目指しながら、全然改善されていな

 いですけど、この件に関していかがですか。

○大城清剛観光振興課長　県では、観光客が無料で

使えるＷｉ－Ｆｉとして、通信事業者と連携しまし

て、Ｂｅ．ＯｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉの普

及拡大を図っているところです。官民の役割分担、

連携を図りながら、効果的な取組を検討、実施して

 まいりたいと考えております。

　県有施設に関するＷｉ－Ｆｉ整備は、県の企画部

において進められておりまして、平和祈念資料館に

ついては今年度中にＷｉ－Ｆｉ設置がなされるもの

 と聞いております。

○新垣新委員　平和祈念公園ももちろんですけど、

ひめゆりもお願いしたいんですけど、いかがですか。 

○大城清剛観光振興課長　ひめゆりも、ひめゆりの

施設の中にＷｉ－Ｆｉを設置して、それを観光客の

方が拾えるというようなシステムを取ることが本来

ならできるはずなんですけども、あちら、たしか高

速のＷｉ－Ｆｉが、光ファイバーが少し通ってなく

て、そういう支障があるというふうに聞いておりま
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すので、その辺またいろいろ状況を調べながら検討

 していきたいと思います。

○新垣新委員　たくさん観光客が来て、通信が非常

に悪いと。ひめゆりも、平和祈念公園も、ぜひ改善

 をお願いします。

　続きまして338ページ。 

　ウチナーンチュ大会です。本当にこの大会は盛大

に――成果があると高く評価します。 

　ちょっと課題があるということで、ウチナーンチュ

とのつながりをつなぐために、センターを築くべき

だと。そのセンターにおいて、私は南米に１つ、ア

メリカ大陸に１つ、そういう感じで、大陸、大陸に

一つ一つ築いていくべきだと思うんですけど、見解

 を伺います。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

　今年度、令和５年８月に、照屋副知事がブラジル

を訪問した際に、ブラジル沖縄県人会から、沖縄県

と南米の県人会の相互で情報を共有するための南米

 連絡事務所の設置に係る要望を受けております。

　現在、沖縄と南米との相互のニーズの把握、交流

促進や、経済発展につなげる可能性調査の実施を検

討しているところでございまして、南米連絡事務所

の設置については、庁内の関係部局ですとか、あと

ＪＩＣＡ沖縄等、関係機関とも連携して、現地の沖

縄県人会とも意見交換を重ねて、調査の結果を踏ま

 えて対応を検討してまいりたいと考えております。

　その他の地域につきましては、現地からの要望等

 も踏まえて検討してまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

 　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡確認）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　島袋大委員から質疑時間の３分を西銘啓史郎委員

に譲渡したいと申出がありましたので御報告申し上

 げます。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は着席する必要がありますので、

 御承知おきください。

 　それでは質疑を行います。

 　西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員　最初に、文化観光スポーツ部の

令和４年度のＣ経費、Ｄ経費の予算額、決算額をお

 伺いします。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　令和４年度のＣ経費の最終予算額につきましては、

 528億円になります。決算額が420億円になります。

　Ｄ１経費につきまして予算額が29億円になりまし

 て、決算額が28億円となっております。

○西銘啓史郎委員　文化観光スポーツ部の総事業数

 を教えてください。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

 　繰越しを合わせますと141事業になっております。

○西銘啓史郎委員　毎回これを聞く理由は、主要施

策に出てくる事業というのは、今回で言えば、文化

観光スポーツ部は49事業ですよね。これは重点施策

にのっとっていろんな分野、新時代の到来であった

り、いろんなテーマにのっとって文化観光スポーツ

 部が重要としているんだと思うんですよね。

　単純に言うと、141のうち49が主要事業ですけど、

残り100近くが、主要には入っていないけど事業とし

てあるわけですよね。この辺僕らは細かく見えない

じゃないですか。毎回見るわけじゃないので、主要

成果ぐらいしか決算でも確認できませんし。申し上

げたいことは、恐らく文化観光スポーツ部の皆さん、

みんな一人一人課があって、そこに事業があって、

その事業数と人員がリンクしているかどうかもよく

見えないんですよね。先ほども農林水産部で言いま

 したけど。

　ですから、事業数と人員がリンクするかどうか分

かりませんけど、大事なことは、文化観光スポーツ

部の人員が適正であって、それが職員にとって負担

になっていない、例えば偏りがあるとか、ないとか

も部長と統括監が見ればいいと思うんですけど、そ

の辺はどういうふうに部長は考えていらっしゃいま

すか。事業数と今の人員の関係についてですね。例

えば繰越ししたり、不用額になったりする理由が幾

つかあると思うんですけど、人員の関係でというこ

とはないというふうに私は思いたいんですけど、そ

 の辺はどうですか、４年度決算で。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　文化観光スポー

ツ部は出先を含めて約140名の定数ですけれども、基

本的に委員がおっしゃるように、その時々の事業に

必要な人員を、次年度の予算の調整と合わせながら

 定数も調整していきます。

　例えば令和４年度であると、ウチナーンチュ大会

であったり、国民文化祭であったり、大きなイベン

トがあった場合には特別の部屋をつくって人員を確

保して、そこは兼務をかけていただいたりとかとい

う形で必要な人数を確保していただいて、事業が終

わればまた兼務は解くというような形で、そういっ

たフレキシブルな組織の体制も整備したりしており

ますので、基本的には事業に応じた人の確保という

部分は、関係部局と調整しながら、組織と定数につ
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いても、それを確保しているというような状況です。 

○西銘啓史郎委員　令和４年度の定数は何名でした

か。手元には５年度があるんですけど、この数字が

合っているかどうか、これ総務部からもらったんで

すけど、令和４年度の数字はありますか。持ってい

 ないですか。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、文化観光スポーツ部長から、令

和５年度は135名で、令和４年度は事業数も

多く、観光事業者等支援課もあったため、

 それより多いと思うとの回答があった。)

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員　手元には、経労の管轄する商工

労働部と農林水産部の令和５年度の定数があるんで

すけど、農林水産部841名で、368事業だそうです。

商工労働部が255名で、全体事業数が187だそうなん

ですね。この141事業で140名ぐらいというのは、ど

ういうリンクなのかあれですけど、気になるところ

が、本当に適正な人数で適正な事業数が行われてい

ればいいんですけど、先ほど質問したように、でき

なかった事業の原因がどこにあるのかというときに、

いろんなものが先ほど来あると思いますけど、そこ

ら辺はぜひ、部長がさっき言ったように、事業と人

数の関係というんですかね、残業も見なきゃならな

いと思うんですが、定数はそのままだけど残業が増

えているとか、そこもまずしっかり見ていただけれ

ばと、令和５年度以降もしっかりお願いしたいと思

 います。

　それから、執行率に関しては、この主要49事業だ

けで見ると、90％以上が８割近くあって、経済労働

委員会の３部の中ではずば抜けて執行率が高いので

評価はしたいんですけども。全体で言うと、593億円

の一般会計に対して483億円なので、何割なんですか

ね。多分、調べたところ81.5％で、一般会計でいう

と低いほうですね。それと、不用額でいうとワース

ト４に入っているんですよね。これは額ではなくて

率です。不用率を出したところ、文化観光スポーツ

部は5.4％というところで、ワースト４番目に入って

いるので、この辺の不用額を減らす努力も常日頃さ

れているとは思いますが、ぜひ、引き続きいろんな

要因があるというのは重々理解しています。ただ、

生きたお金、税金ですので、それを無駄なく使うの

が行政の務めだと思いますので、ぜひしっかりお願

 いしたいと思います。

　では、主要施策に沿っていきたいと思いますけれ

ども、今、主要施策が49項目ありますけども、その

中で公募を行って外部委託をしている事業があれば

 教えてほしいんですが。番号で１とか５とか。

○久保田圭観光政策課長　主要施策49事業のうち、

まず、業務委託を行っている事業につきまして、44事

 業。

○西銘啓史郎委員　やっていない事業だけ教えても

らっていいですか。44事業ということは、この委託

していない事業の番号を言ってもらっていいですか。 

○久保田圭観光政策課長　まず、委託していない事

業、例えば積立金での負担金になるんですけど、そ

れが５番になります。次は30番、33番、45番、46番

の５事業が業務委託を行っていない事業になります。 

○西銘啓史郎委員　それ以外は、外部委託をしてい

るというところで、この事業をざっと見て、事務費、

直接人件費、外部委託に対する比率があるんですけ

ども、例えば、305ページでいくと、これについては、

307ページのところに委託事業内における人件費と、

それから事務費とありますけども、この比率を私の

ほうで調べてみると20.3％なんですね。308ページが

0.8％、311ページが48.3％、310ページが21.2％、

317ページが24.5％の比率になっているんですけれ

ど。この考え方――文化観光スポーツ部として、何

％が適正かというのは、ちょっとお答えいただいて

 いいですか。

○久保田圭観光政策課長　委託業務における事務費

ですとか、直接人件費の割合につきましては、委託

業務の内容ですとか量によって、事務経費や人員数

が異なることから、県において適正割合を定めてい

くという、基準を設けているということではござい

ません。各委託業務の目的ですとか実施内容により、

対象経費の項目や作業時間数に応じた人員数となっ

ているかを確認し、適切な額を計上しているといっ

 たところになっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　となると、例えば、いろいろ公

募するときには、管理費は10％ぐらいというのは、

私記憶があったんですけれど。10％を明らかに超え

ておりまして。例えば、311ページについては、委託

費の比率が48％なわけですね。それのバランスが２割

台でいくところと0.8だったりとあるんですが、これ

は適正だというふうに理解してもよろしいんでしょ

 うか。

○久保田圭観光政策課長　ちょっと先ほどの回答と

重複して恐縮なんですけれども、個々の事業によっ

て、事業の中で直接受託者が執行するもの、さらに
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再委託するものといったところ等もありますので、

割合は変わってくるかと思うんですけども、適切に

予算計上されているものというふうに認識しており

 ます。

○西銘啓史郎委員　311ページ、312ページですけど

も、教育旅行に関する部分ですが、総決算額7700万

に対して、(８)のところで3700万が人件費だったわ

けですね。この辺が何か、委託費の半分近くが人件

費に当たっているという、細かくは全部事業の中身

見ているわけじゃないんですけど、部としてしっか

りこの辺を、観光振興課として見て適正であるとい

うふうに理解したということでよろしいでしょうか。 

○大城清剛観光振興課長　今、305ページの国内需要

安定化事業で、20％ほどで、教育旅行の推進事業

311ページのほうで四十数％となっているということ

で、この違いの件についての御質問と承っておりま

すけれども、国内需要安定化事業は教育旅行推進事

業に比べて、採択する数がどうしても多くなりまし

て、受託者が事業を直接行う割合が小さい分がある

と思います。そしてまた、事業費が大きいと、どう

しても事業費に占める人件費の割合というのは小さ

くなるという傾向がありますので、その辺、事業の

性質に応じて人件費の割合というのは変わってくる

 のかなと思っております。

　例えば、うちのほうでやっています観光案内所の

運営業務については、こちらはやっぱりほとんど人

に関する相談を受け付ける方々の人件費に当たりま

すので、人件費がどうしても７割を超しちゃうとか、

そういうものに当たりますので、そのような違いが

 出ているのかなという理解でございます。

○西銘啓史郎委員　今出た305ページのほうにちょっ

と質問を移りたいと思います。国内需要安定化事業

ですけども、これも平成24年度から実施されている

事業ですが、累計の予算額と執行額を教えてくださ

 い。

○大城清剛観光振興課長　平成24年度からの累計の

予算額は約63億7900万円余り、決算額は61億4700万

 円余りとなっております。

○西銘啓史郎委員　この事業はもう10年来、ずっと

やっていて、多分内容的には、ウェブサイトであっ

たり、航空会社のタイアップであったりということ

で、同じような事業が続いていると思うんですけど、

これが令和13年度まで10年間続くんですけども、私、

個人的に思うのは、国内の需要というのは、ある程

度安定していると思うんですよね。よっぽど何か外

変がない限りは。ですから、毎年３億、４億かける

ことを否定するわけじゃないんですけども、以前、

この話もさせてもらいました。沖縄ナイトが今月あ

ると思うんですけども、大阪と東京でやってらっしゃ

いますよね。3000万円ぐらいの予算だったと思いま

す。私は以前、提案をしたんですけども、もう国内

の東京、大阪というマーケットは成熟しているんで

すよ。ですから、沖縄を新たにというよりも、この

部分は感謝をして育っているところ。逆に、本当に

やらなきゃいけないのは、ほかの直行便、広島、小

松だったり、いろんな路線を、100万円でいいから30か

所やるべきだと思っています。そういう時代じゃな

 いかと思っているわけですよ。

　要は、Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａも、何千万かけても

いいんですけども、本当にこの効果が出るかどうか

というのは、国内観光客の入域客者数というのは、

私はほぼ安定はしていると思っています。１億円か

けたから５万人増えるとか、100万人増えることはな

いと思っているので、このお金のかけ方については

ぜひ、どこかで検討する時期に来ているんじゃない

かなという気がします。国内需要安定化についてで

 す。

　続いて今度、国際ビックバン、317ページをお願い

 します。

　これも同じように累計の予算、決算を教えてくだ

 さい。

○大城清剛観光振興課長　平成24年度から令和４年

度までの累計の予算額は162億9617万5000円、累計の

 決算額は169億4397万6000円となります。

○西銘啓史郎委員　これも国際線は、特に外的要因

で、コロナの場合はもう全然、観光客が少なかった

時代もありましたし、このグローバル事業も私は、

そろそろ見直してもいいのかなと。お金のかけ方、

海外へ行ってプロモーションに参加するとか、何名

か商談会を開いたというのもいいんですけど、本当

 に実になる形を取るべきだと。

　以前、一般質問でも申し上げましたけど、プライ

ベートジェットの動線もぜひ見てほしいです。見た

とおっしゃっていましたけど、それもぜひ、考え直

したほうがいいんじゃないかなと。プライベートジ

ェットの方々の対応をどうするのか。沖縄に落とす

経済効果はもう桁違いですので、そこもぜひ見てい

 ただければと思います。

 　以上で終わりたいと思います。

○大城清剛観光振興課長　先ほど、沖縄観光グロー

バル事業の累計の予算額というふうに申し上げて、

162億9617万5000円というふうにお答えして、こちら
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 は当初予算の累計になります。

○西銘啓史郎委員　国内のほうもそう。 

○大城清剛観光振興課長　大変申し訳ありません。 

　国内需要のほうは、こちらは最終予算、補正等も

 含めたものの。

○西銘啓史郎委員　どちらか統一した数字もらえま

 せんか。

　グローバルのほうも最終の予算でもらえませんか。

 予算と決算の、当初じゃなくて。後でいいです。

○大城清剛観光振興課長　分かりました。 

○大浜一郎委員長　以上で、文化観光スポーツ部関

 係決算事項に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　次に、決算調査報告書記載内容等についてを議題

 といたします。

　総括質疑については、昨日及び本日の質疑におい

て提起する委員はおりませんでしたので、念のため

 御報告を申し上げます。

　次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上御発言をお願いをしたいと思い

 ます。

 　何かありますか。

　　　（「提案なし」と呼ぶ者あり） 

○大浜一郎委員長　提案なしと認めます。 

　以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

 結をいたします。

 　次に、お諮りいたします。

　これまでの調査における決算調査報告書の作成等

については、委員長に御一任願いたいと思いますが、

 これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大浜一郎委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　なお、決算調査報告書は、１月16日火曜日正午ま

でに、タブレットに格納することにより、決算特別

 委員会に配付することになっております。

　また、決算特別委員会の皆様は、１月17日に総括

質疑の方法等について、協議を行う予定となってお

 ります。

 　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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